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(57)【要約】
　患者ケアシステムであって、患者（１５ａ）に治療を
施すための医療装置（１）と、患者（１５ａ）及び医療
専門家（１５ｂ）を含むユーザとの間で通信ネットワー
ク（１６）を介してデータを送受信するよう構成された
サーバシステム（６）とを備え、前記サーバシステムは
、さらに患者ケアに関するデータを処理し記憶するよう
構成され、前記サーバシステムは、患者ケアに関するデ
ータを記憶するよう構成されたデータベース（６ｃ）と
、疾病管理（３６）及び患者情報管理プログラム（３２
）のための患者ケアソフトウェアコンポーネントとを含
むアプリケーションサーバ（６ｂ）と、インターネット
経由のデータ転送のためのウェブサーバソフトウェアア
プリケーションを含む通信サーバ（６ａ）とを備え、前
記患者ケアソフトウェアコンポーネントは、前記通信ネ
ットワークを介して転送される前記医療装置の使用に関
するデータを含む医療装置使用データを受け取るように
構成され、さらに前記医療装置使用データを患者データ
（３２ｃ）と関連付けて処理して前記患者の治療に関連
した一つのレポート（３２ｆ）又は複数のレポートを生
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者ケアシステムであって、患者（１５ａ）に治療を施すための医療装置（１）と、患
者（１５ａ）及び医療専門家（１５ｂ）を含むユーザとの間で通信ネットワーク（１６）
を介してデータを送受信するよう構成されたサーバシステム（６）とを備え、前記サーバ
システムは、さらに患者ケアに関するデータを処理し記憶するよう構成され、前記サーバ
システムは、患者ケアに関するデータを記憶するよう構成されたデータベース（６ｃ）と
、疾病管理（３６）及び患者情報管理プログラム（３２）のための患者ケアソフトウェア
コンポーネントとを含むアプリケーションサーバ（６ｂ）と、インターネット経由のデー
タ転送のためのウェブサーバソフトウェアアプリケーションを含む通信サーバ（６ａ）と
を備え、前記患者ケアソフトウェアコンポーネントは、前記通信ネットワークを介して転
送される前記医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを受け取るように
構成され、さらに前記医療装置使用データを患者データ（３２ｃ）と関連付けて処理して
前記患者の治療に関連した一つのレポート（３２ｆ）又は複数のレポートを生成するよう
構成され、前記レポートは、前記サーバシステムに記憶された、前記患者ケアシステム登
録ユーザそれぞれの役割と権限に応じて、前記通信ネットワークを介して前記登録ユーザ
による遠隔アクセスが可能であり、前記患者情報管理プログラムは、投薬歴、遵守状況デ
ータ、患者アウトカムレポート、患者健康状態レポート、患者の生理学データレポート、
医療装置設定、治療計画データ、及び前記情報の任意の組み合わせの中から選択される情
報に基づき、表、チャート、リスト、図、又はグラフィック表示の形態でレポートを生成
するよう構成されたレポートコンポーネントを備え、前記レポートコンポーネントは、治
療計画の不遵守の影響、又は治療の有効性の評価を容易にする、遵守状況と患者アウトカ
ムレポートとの複合レポートを含む、ユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）ディスプレ
イ上に同時に表示するための複合レポートを作成するよう構成された患者ケアシステム。
【請求項２】
　患者ケアシステムであって、患者（１５ａ）に治療を施すための医療装置（１）と、患
者（１５ａ）及び医療専門家（１５ｂ）を含むユーザとの間で通信ネットワーク（１６）
を介してデータを送受信するよう構成されたサーバシステム（６）とを備え、前記サーバ
システムは、さらに患者ケアに関するデータを処理し記憶するよう構成され、前記サーバ
システムは、患者ケアに関するデータを記憶するよう構成されたデータベース（６ｃ）と
、疾病管理（３６）及び患者情報管理プログラム（３２）のための患者ケアソフトウェア
コンポーネントとを含むアプリケーションサーバ（６ｂ）と、インターネット経由のデー
タ転送のためのウェブサーバソフトウェアアプリケーションを含む通信サーバ（６ａ）と
を備え、前記患者ケアソフトウェアコンポーネントは、前記通信ネットワークを介して転
送される前記医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを受け取るように
構成され、さらに前記医療装置使用データを患者データ（３２ｃ）と関連付けて処理して
患者の治療に関連した一つのレポート（３２ｆ）又は複数のレポートを生成するよう構成
され、前記レポートは、前記サーバシステムに記憶された前記患者ケアシステムの登録ユ
ーザのそれぞれの役割と権限に応じて、前記通信ネットワークを介して前記登録ユーザに
よる遠隔アクセスが可能な、患者ケアシステム。
【請求項３】
　前記通信サーバが、無線通信技術（ＷＴＴ）データ転送のために構成された遠隔サービ
スデータアップロードソフトウェアアプリケーション（２６）をさらに含む請求項１又は
２記載の患者ケアシステム。
【請求項４】
　無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するよう構成された無線通信
技術（ＷＴＴ）送信器を備えた医療装置接続ステーション（２２）をさらに備え、前記医
療装置接続ステーションは、前記医療装置と相互接続し、前記サーバシステム上の前記Ｗ
ＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションを介して医療装置使用データを前
記患者情報管理プログラムアプリケーションに直接アップロードする、請求項３記載の患
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者ケアシステム。
【請求項５】
　電話又はタブレット型コンピュータ等のモバイルユーザインターフェース装置（ＵＩＤ
）（１８ｂ、１８ｃ）にインストール可能で、前記サーバシステム上の前記ＷＴＴ遠隔サ
ービスデータアップロードアプリケーションを介して医療装置使用データを前記患者情報
管理プログラムアプリケーションにアップロードするよう構成されたクライアント側ソフ
トウェアアプリケーションをさらに備えた請求項１から４の何れか１項に記載の患者ケア
システム。
【請求項６】
　前記医療装置は、無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するよう構
成された無線通信技術（ＷＴＴ）送信器を組み込んでおり、また前記医療装置は、前記サ
ーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーション（２６）を介
して医療装置使用データを前記患者情報管理プログラムアプリケーションにアップロード
するよう構成された、請求項１又は２記載の患者ケアシステム。
【請求項７】
　前記治療計画の遵守状況が第１グラフィック表示で表され、前記患者アウトカムレポー
トが患者の生理学的状態に関連し、第２グラフィック表示で表され、操作者が前記治療計
画の遵守状況と前記患者の生理的状態とを比較できるよう前記第１と第２のグラフィック
表示が共通のタイムスケールを有する請求項１記載の患者ケアシステム。
【請求項８】
　前記複合遵守状況レポートが第１タイムスケールで表示され、前記患者アウトカムレポ
ートが第２タイムスケールで表示され、前記第１と第２のタイムスケールが揃う状態で同
時に表示され、前記複合遵守状況レポートと前記患者アウトカムレポートが共通の時間間
隔について表示され、操作者が前記治療計画の遵守状況と前記患者アウトカムレポートを
一定期間にわたって比較及び／又は関連付けすることができる請求項１記載の患者ケアシ
ステム。
【請求項９】
　前記複合遵守状況レポートが第１タイムスケールで表示され、少なくとも一つの患者ア
ウトカムレポートが第２タイムスケールで表示され、前記第１と第２のタイムスケールが
相互にずらされ、前記患者アウトカムレポートにおける知覚／測定できる患者アウトカム
の時間的遅れが補正され、操作者が前記遵守状況と前記患者アウトカムレポートを一定期
間にわたって比較及び／又は関連付けすることができる請求項１記載の患者ケアシステム
。
【請求項１０】
　遵守状況データと患者アウトカムレポートを表示する前記タイムスケールが、時間ごと
、日ごと、週ごと、月ごと、年ごと、又はこれらの任意の組み合わせである請求項７から
９の何れか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１１】
　前記サーバシステムは、Ｅメール及び／又はＳＭＳ（ショートメッセージサービス）通
知を患者、及び、必要に応じ前記システムの他のユーザに送信するよう構成された通知サ
ービスソフトウェアコンポーネント（３０ｂ）をさらに備え、通知はアラーム、訪問リマ
インダー、治療計画情報、健康情報、薬剤情報を含む群から選択される請求項１から１０
の何れか１項に記載の患者ケアシステム。
【請求項１２】
　前記サーバシステムは患者がオンラインでアクセスできる検査（４０ａ）を含む患者治
療サービスソフトウェアコンポーネントをさらに備え、前記ソフトウェアコンポーネント
は視力検査及び歩行検査等の検査結果を取得するよう構成され、前記検査結果を前記レポ
ートソフトウェアコンポーネントに入力する請求項１から１１の何れか１項に記載の患者
ケアシステム。
【請求項１３】
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　前記サーバシステムは、認知訓練及び可動性訓練の中から選択される訓練運動を含む、
患者がオンラインでアクセスできる訓練運動（４０ｂ）を含む患者治療サービスソフトウ
ェアコンポーネントをさらに備えた請求項１から１２の何れか１項に記載の患者ケアシス
テム。
【請求項１４】
　患者治療サービスが、さらに、前記患者の生理学的計測データの生理学的計測に関する
センサから送られるデータを受け取るように構成され、前記患者の生理学的計測データは
、センサにより自動的に感知され、前記患者のユーザインターフェース装置（１８）及び
／又は医療装置（１）を介し、及び／又は前記感知装置もしくは訓練装置により前記サー
バシステムに送信され、前記生理学データは、体温、血圧、脈拍、ガルバニック皮膚反応
、表面筋電図、脳波測定値、眼球運動測定値、心電図測定値、呼吸センサ測定値、血糖セ
ンサ測定値の中から選択される、請求項１２又は１３記載の患者ケアシステム。
【請求項１５】
　患者ケアシステムであって、薬剤を投与する医療装置と、前記医療装置の使用に関する
データである第１データを取得するようにした第１データ入力装置と、患者の生理学的状
態に関するデータである第２データを取得するようにした第２データ入力装置と、前記第
１と第２のデータ入力装置と通信し前記第１と第２のデータを取得し、前記第１データを
処理して治療計画の遵守状況に関するデータである処理済第１データを生成するようにし
た処理部と、前記処理部と通信し、前記治療計画の遵守状況を表す第１グラフィック表示
及び前記第２データを表す第２グラフを表示し、操作者が治療計画遵守状況と、第２デー
タを比較することができるようにした表示部とを備え、前記第２データは臨床的に有効な
質問票の質問に対する回答の形で前記患者から集められたデータを含む、患者ケアシステ
ム。
【請求項１６】
　前記質問票は、患者の全般的な健康状態、痛み、認知、疲労感、膀胱の状態、腸の状態
、又は性的満足の程度を評価するための質問を含む請求項１５記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第１データに前記医療装置の使用時刻及び／又は日付を記録できるようにし、前記
第２データに患者の生理学的状態の時刻及び／又は日付を記録できるようにした請求項１
５又は１６記載のシステム。
【請求項１８】
　前記表示部が前記第１グラフィック表示と前記第２グラフィック表示を共通の時間軸で
表示できるようにした請求項１５から１７の何れか１項に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記表示部が前記第１グラフィック表示と前記第２グラフィック表示を重ね合わせて、
又は隣り合わせで表示できるようにした請求項１５から１８の何れか１項に記載のシステ
ム。
【請求項２０】
　前記第１データ入力装置は前記医療装置に組み込まれ、前記装置は医療装置接続ステー
ションに取り付けることができ、前記第２データ入力装置は、携帯電話、タブレット型コ
ンピュータ、又は無線通信技術を備えたコンピュータの一部をなす請求項１５から１９の
何れか１項に記載のシステム。
【請求項２１】
　携帯電話又はコンピュータが前記第１データ入力装置、前記第２データ入力装置、及び
前記送信器を備えた請求項１５から２０の何れか１項に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記携帯電話又はコンピュータは、前記医療装置に取り付けたラベルを介して前記医療
装置と通信することができ、前記ラベルは近距離通信チップ及び／又はクイックレスポン
スコードである請求項２１記載のシステム。
【請求項２３】
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　前記送信器が前記医療装置から前記医療装置を一意に識別する識別コードを受け取って
前記識別コードを前記サーバに送信することができる請求項１５から２２の何れか１項に
記載のシステム。
【請求項２４】
　前記医療装置に前記第１データ入力装置と前記第２データ入力装置を組み込んだ請求項
１５から２３の何れか１項に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記医療装置が注射装置である請求項１から２４の何れか１項に記載のシステム。
【請求項２６】
　多発性硬化症患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステ
ム。
【請求項２７】
　成長ホルモン分泌不全症患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者
ケアシステム。
【請求項２８】
　関節リウマチ患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステ
ム。
【請求項２９】
　若年性関節リウマチ患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケア
システム。
【請求項３０】
　乾癬患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステム。
【請求項３１】
　尋常性乾癬患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステム
。
【請求項３２】
　クローン病患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステム
。
【請求項３３】
　若年性クローン病患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシ
ステム。
【請求項３４】
　喘息患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステム。
【請求項３５】
　乾癬性関節炎患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステ
ム。
【請求項３６】
　潰瘍性大腸炎患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステ
ム。
【請求項３７】
　全身性エリテマトーデス患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者
ケアシステム。
【請求項３８】
　強直性脊椎炎患者のために構成された請求項１、２、又は１５に記載の患者ケアシステ
ム。
【請求項３９】
　治療計画の有効性を監視する方法であって、前記医療装置の使用に関するデータである
第１データを処理部に送信することと、患者の生理学的状態に関するデータである第２デ
ータを処理部に送信することと、第１データを処理して、前記治療計画の遵守状況に関す
るデータである処理済第１データを生成することと、前記治療計画の遵守状況を表す第１
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グラフィック表示と前記第２データを表す第２グラフィック表示を表示部に表示し、操作
者が前記治療計画の遵守状況と前記第２データを比較できるようにすることとを含む方法
。
【請求項４０】
　前記第１データに時刻記録が付されて前記医療装置の使用時間及び／又は日付が記録さ
れ、前記第２データに時刻記録が付されて患者の生理学的状態の時間及び／又は日付が記
録される請求項３９記載の方法。
【請求項４１】
　前記第１グラフィック表示と前記第２グラフィック表示が共通の時間軸に表示される請
求項３９又は４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第１グラフィック表示と前記第２グラフィック表示を重ね合わせて、又は隣合わせ
で表示する請求項３９から４１の何れか１項に記載の方法。
【請求項４３】
　前記処理部が離れた場所に位置し、前記第１データ、前記処理済第１データ、前記第２
データの中から選択される一又は複数のデータが、前記処理部と前記ユーザインターフェ
ース装置又は医療装置との間で通信ネットワークを介して転送され、前記通信ネットワー
クは、携帯電話ネットワーク、電話ネットワーク、インターネットネットワーク、又はコ
ンピュータネットワークを含むリストから選択される請求項３９から４２の何れか１項に
記載の方法。
【請求項４４】
　前記第１データは前記医療装置を介して提供され、前記第２データは、携帯電話、タブ
レット型コンピュータ、及びコンピュータの中から選択されるユーザインターフェース装
置（ＵＩＤ）に入力される請求項３９から４３の何れか１項に記載の方法。
【請求項４５】
　第１送信器が前記第１データを前記医療装置から前記処理部に送信し、前記ＵＩＤは、
前記第２データを前記ＵＩＤから前記処理部に送信する第２送信器を含む請求項４４記載
の方法。
【請求項４６】
　前記第１データと前記第２データは、携帯電話、タブレット型コンピュータ、及びコン
ピュータから選択されるユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）に入力され、前記ＵＩＤ
は、前記第１と第２のデータを前記ＵＩＤから前記処理部に送信する送信器を備えた請求
項３９から４５の何れか１項に記載の方法。
【請求項４７】
　前記ＵＩＤが、前記医療装置を一意に識別する識別コードを前記医療装置から受け取り
、前記ＵＩＤが前記識別コードを前記処理部に送信する請求項４６記載の方法。
【請求項４８】
　前記第１データと前記第２データが前記医療装置を介して入力される請求項３９から４
７の何れか１項に記載の方法。
【請求項４９】
　前記医療装置が前記第１と第２のデータを前記処理部に送信する請求項４８記載の方法
。
【請求項５０】
　前記第１データが、投与した薬剤の種類、投薬量、投与方法、投与時刻、投与日、及び
投与頻度の中から選択されるデータに関するものである請求項３９から４９の何れか１項
に記載のシステム又は方法。
【請求項５１】
　前記処理済第１データが前記治療計画の遵守状況に関するものである請求項３９から５
０の何れか１項に記載のシステム又は方法。
【請求項５２】
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　前記第２データが、患者報告アウトカム（ＰＲＯ）、健康状態検査結果、及び生理学デ
ータから選択されるデータを含む請求項３９から５１の何れか１項に記載のシステム又は
方法。
【請求項５３】
　前記第１データ、前記処理済第１データ、及び前記第２データが暗号化されている請求
項３９から５２の何れか１項に記載のシステム又は方法。
【請求項５４】
　治療を監視し慢性的な疾患や病状に苦しむ患者にケアを提供する方法であって、
前記患者に治療薬を投与する医療装置を提供することと、
患者及び医療専門家を含むユーザとの間で通信ネットワークを介してデータを送受信する
よう構成されたサーバシステムであって、前記患者に関するデータを記憶するよう構成さ
れたデータベースと、神経変性疾患管理及び患者情報管理のための患者ケアソフトウェア
コンポーネントを含むアプリケーションサーバと、前記通信ネットワークを介したデータ
転送のための通信サーバとを含むサーバシステムを備えたコンピュータ化された患者ケア
システムを提供することと、
前記サーバシステム上で患者ケアに関するデータを処理し記憶することと、
前記医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データを前記通信ネットワークを
介して前記サーバシステムに送信することと、
前記医療装置使用データを患者データと関連付けて処理し、患者の治療に関連した一又は
複数のレポートを生成することと、
前記患者ケアシステムの登録ユーザに対し、前記サーバシステムに記憶した前記登録ユー
ザそれぞれの役割と権限に応じて、前記通信ネットワークを介した前記レポートへの遠隔
アクセスを提供することと
を含む方法。
【請求項５５】
　電話又はタブレット型コンピュータ等のモバイルユーザインターフェース装置（ＵＩＤ
）にインストールできるクライアント側ソフトウェアアプリケーションを提供することと
、
　前記サーバシステム上の前記ＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーション
を介して、医療装置使用データを前記患者情報管理プログラムアプリケーションにアップ
ロードすることと
をさらに含む請求項５４記載の方法。
【請求項５６】
　前記医療装置は、無線通信ネットワークを介して前記サーバシステムに接続するよう構
成された無線通信技術（ＷＴＴ）送信器を組み込んでおり、
前記サーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションを介し
て前記医療装置から前記患者情報管理プログラムアプリケーションに医療装置使用データ
を直接アップロードすることを含む請求項５４記載の方法。
【請求項５７】
　表、チャート、リスト、図、又はグラフィック表示の中の任意の一又は複数から選択さ
れる形態で、前記レポートコンポーネントソフトウェアによりレポートを生成することを
含み、前記レポートは、投薬歴、治療計画遵守状況データ、患者アウトカムレポート、患
者健康状態レポート、患者の生理学データレポート、医療装置設定、治療計画データ、及
び前記情報の任意の組み合わせの中の一又は複数から選択される情報に基づく請求項５４
から５６の何れか１項に記載の方法。
【請求項５８】
　前記治療計画の不遵守の影響評価を容易にするための、治療計画遵守状況と患者アウト
カムの複合レポートを含む、ユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）ディスプレイ上に同
時に表示するための２以上のレポートからなる複合レポートを生成することを含む請求項
５７記載の方法。
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【請求項５９】
　前記治療計画の遵守状況が第１グラフィック表示で表され、前記患者アウトカムレポー
トが患者の生理学的状態に関連し第２グラフィック表示で表され、前記第１と第２のグラ
フィック表示が共通のタイムスケールを有し、操作者が前記治療計画遵守状況と前記患者
の生理的状態とを比較できる請求項５８記載の方法。
【請求項６０】
　前記サーバシステムはさらに通知サービスソフトウェアコンポーネントを備え、前記通
知サービスソフトウェアコンポーネントにより、Ｅメール及び／又はＳＭＳ（ショートメ
ッセージサービス）通知を患者、及び必要に応じ前記システムの他のユーザに送信するこ
とを含み、通知は、アラーム、訪問リマインダー、治療計画情報、健康情報、薬剤情報を
含む群から選択される請求項５４から５９の何れか１項に記載の方法。
【請求項６１】
　前記サーバシステムは、検査を含む患者治療サービスソフトウェアコンポーネントを備
え、
患者に前記検査へのオンラインのアクセスを提供することと、
前記患者治療サービスソフトウェアコンポーネントによる前記検査の結果を自動的にオン
ラインで取得することと、
前記検査結果を前記レポートソフトウェアコンポーネント及び／又は前記データベースに
入力することと
を含む請求項５４から６０の何れか１項に記載の方法。
【請求項６２】
　前記サーバシステムが、訓練運動を含む患者治療サービスソフトウェアコンポーネント
を備え、
患者に、認知訓練、可動性訓練、言語訓練、視力訓練、心血管強化運動、理学療法のうち
の一又は複数から選択される前記訓練運動へのオンラインのアクセスを提供することを含
む請求項５４から６１の何れか１項に記載の方法。
【請求項６３】
　前記患者の生理学的測定データの生理学的測定に関するデータをセンサから受け取るこ
とと、
センサからの前記データを、前記患者のユーザインターフェース装置及び／又は医療装置
から選択される通信機能つきの装置を介して、及び／又は前記感知装置もしくは訓練装置
により、前記サーバシステムに送信することと
を含み、
生理学データは、体温、血圧、脈拍、ガルバニック皮膚反応、表面筋電図、脳波測定値、
眼球運動測定値、心電図測定値、呼吸センサ測定値、血糖センサ測定値の中の任意の一又
は複数から選択される
請求項６１又は６２に記載の方法。
【請求項６４】
　慢性的な病状又は疾患のための治療計画の有効性を評価する方法であって、
薬剤を投与する医療装置を提供することと、
前記医療装置の使用データを計算システムに送信することと、
処方された治療計画データと前記使用データに基づき治療計画の遵守状況を計算すること
と、
前記計算システムに患者報告アウトカムを送信することと、
治療計画遵守状況の第１グラフィック表示と前記患者報告アウトカムの第２グラフィック
表示を前記計算システム中に生成し、前記第１と第２のグラフィック表示は共通のタイム
スケールを含むようにすることと、
前記レポートを、ユーザインターフェース装置のスクリーン上の表示により医療専門家が
アクセス可能なものとし、前記第１と第２のグラフィック表示は同時に表示されるように
することと
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を含む方法。
【請求項６５】
　前記計算システムがクレーム１から１３の何れかの患者ケアシステムのサーバシステム
である請求項６４記載の方法。
【請求項６６】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、多発性硬化症患者のために構成
された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項６７】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、成長ホルモン分泌不全症患者の
ために構成された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項６８】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、関節リウマチ患者のために構成
された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項６９】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、若年性関節リウマチ患者のため
に構成された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７０】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、乾癬患者のために構成された請
求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７１】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、尋常性乾癬患者のために構成さ
れた請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７２】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、クローン病患者のために構成さ
れた請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７３】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、若年性クローン病患者のために
構成された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７４】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、喘息患者のために構成された請
求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７５】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、乾癬性関節炎患者のために構成
された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７６】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、潰瘍性大腸炎患者のために構成
された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７７】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、全身性エリテマトーデス患者の
ために構成された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【請求項７８】
　前記治療計画有効性監視方法又は前記治療監視方法が、強直性脊椎炎患者のために構成
された請求項４１、５４、又は６４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者、特に慢性的病状に苦しむ患者の治療とウェルネスを監視し支援するた
めの電子システムに関する。そのような病状には、神経変性疾患、具体的には多発性硬化
症及び成長ホルモン分泌不全症が含まれる。また本発明が役に立つ他の疾患として関節リ
ウマチ、若年性関節リウマチ、乾癬、尋常性乾癬、クローン病、若年性クローン病、喘息
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、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、及び強直性脊椎炎がある。
【０００２】
　本発明の一具体的局面において、患者の治療とウェルネスの監視と支援には、治療計画
、具体的には投薬計画の有効性の監視が含まれる。
【背景技術】
【０００３】
　電子式注射装置を用いて所定の投薬計画に従い投与することが知られている。例えば、
国際公開第２００５／０７７４４１号、国際公開第２００６／０８５１７５号、国際公開
第２００６／０８５２０４号、又は国際公開第２００７／０８８４４４号は、ＲｅｂｉＳ
ｍａｒｔ及びＥａｓｙｐｏｄという登録商標名で市販される電子式注射装置を開示してい
る。患者が所定の投薬計画を遵守する率はしばしば１００％より低い。これは患者が注射
を忘れたり、注射のタイミングを誤ったりする場合があるからである。さらに、薬剤によ
る痛みや副作用のため患者が意図的に注射をしない場合もある。
【０００４】
　既存の電子式注射装置の一つの制約として、当該装置を使用する患者が従っている投薬
計画の有効性を装置で測ることができない点が挙げられる。患者は、所定の投薬計画をど
の程度守ったかについて、記憶を頼りに医師に報告しなければならない。また患者は、投
薬計画が自分の生理的状態に影響を与えた程度について、これも記憶を頼りに医師に報告
しなければならない。医師の方も、患者から得た情報を繋ぎ合わせて、患者が所定の投薬
計画をどの程度守ったかを判断しなければならない。また医師はその情報を繋ぎ合わせて
所定の投薬計画の遵守がどの程度患者の生理的状態に影響したか決定しなければならない
。患者は、所定の投薬計画の遵守状況、及び投薬計画遵守の生理的状態への影響について
、充分に思い出せないことがあり、又、記録していないことがある。これは、多発性硬化
症等の、記憶に影響することのある神経変性障害を患っている患者の場合は特に問題とな
る。医師による患者の診察が例えば最大６か月など、長い間隔を空けて行われることが、
この問題をさらに難しくする。また、医師による患者の診察が例えば１５分以下などとご
く短時間のこともある。そのため、診察中に医師が治療計画の有効性を正確に判断する充
分な時間がないことがある。このように、この技術分野では投薬計画等の治療計画の有効
性を判断するシステムが必要になっている。
【０００５】
　神経変性疾患などの慢性的病状に苦しむ患者は、通常定期的に主治医や他の医療専門家
（ＨＣＰ）に会い、また、訪問看護師や患者支援団体の他のメンバーから支援やサービス
を受けることもある。上記のとおり、診察の間隔は長く空くことがあり、これは患者の病
状を監視する上でも、是正策を講じる上でも、最善の治療を行う上でも、患者の状態に応
じて治療やウェルネスのための付随的サービスを提供する上においても、最善ではない。
【０００６】
　上記の疾患のうちの多くは、体の症状が情緒的、社会的機能に直接影響するため、健康
状態に関連した生活の質に深刻な影響を与える。例えば、慢性疾患を抱える患者がうつに
陥り対人関係上の問題を経験することがよくある。さらに、健康状態に関連した生活の質
は、体の状態、性格、病気に対応する精神力、及び対人関係と社会生活を維持する能力に
より、個人により異なる。健康状態に関連した生活の質に対し多発性硬化症等の疾患が与
える悪影響の問題をさらに複雑にしているのは、医療実務者が患者の管理上の課題に直面
していることである。この課題は、疾患の亜類型、重症度、共存症、症状、健康状態に関
連した生活の質に症状が与える影響、症状の一過性等に関連する患者の不均一性に起因す
る。ＨＣＰは、標準的な臨床評価からでは、疾患を効果的に管理し健康状態に関連した生
活の質を改善するための充分な情報を得られないことがしばしばである。
【０００７】
　米国公開第２００７／０１６４４３号は、高血圧症、高コレステロール血症、及び骨粗
鬆症等の慢性疾患の治療のための服薬遵守システムと投薬装置を開示している。米国公開
第２００７／０１６４４３号のシステムと装置の目的は、処方薬の投薬計画を患者がより
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良く遵守することである。前記投薬装置には、薬が服用されたか、また、いつ服用された
かを判定するセンサを設けている。処方された投薬計画に関し、フィードバックシステム
が当該患者の遵守状況についてのフィードバック情報を提供し、メッセージシステムが最
も適切な通信経路を通じた当該患者向けのメッセージを作成する。
【０００８】
　米国公開第２００３／２２１６８７号は、薬物治療、認知手段、及び運動療法に関する
種々のモジュールを備えたうつ病治療システムを開示している。しかし、米国公開第２０
０７／０１６４４３号も米国公開第２００３／２２１６８７号も、患者の生理的状態や投
薬計画を規定する多数のパラメータ間の相関を評価するようにはなっていない。
【０００９】
　多くの疾患について、患者の健康状態に関連した生活の質に治療計画が与える影響をよ
り良く理解する必要があるが、これは、例えば多発性硬化症や成長ホルモン分泌不全症の
ような疾患については、薬剤投与の効果が投与後の時間経過に伴い大きく減少するため困
難である。これらの疾患の場合、特定の治療計画の有効性の追跡は特に困難である。
【発明の概要】
【００１０】
　本発明の目的は、医療専門家のために患者の治療監視を改善し患者のウェルネスとケア
を改善する患者ケアシステムを提供することである。
【００１１】
　医療専門家（ＨＣＰ）の意思決定のための、信頼性、関連性のある、判読が容易な情報
を提供する患者ケアシステムを提供することには利点がある。
【００１２】
　患者への薬剤投与を楽にする患者ケアシステムを提供することには利点がある。
【００１３】
　ＨＣＰと患者の間の、健康に関する容易なコミュニケーションを提供する患者ケアシス
テムを提供することには利点がある。
【００１４】
　患者の病状に応じて治療とウェルネスのための付随的サービスを提供する患者ケアシス
テムを提供することには利点がある。
【００１５】
　特に、薬剤投与の効果が投与後の時間経過に伴い大きく減少する、多発性硬化症や成長
ホルモン分泌不全症等の疾患のための治療計画の有効性を、信頼性、経済性をもって追跡
することのできる患者ケアシステムを提供することには利点がある。
【００１６】
　本発明の目的が請求項１及び２の患者ケアシステムにより達成された。様々な有利な特
徴が従属請求項で提示される。
【００１７】
　本明細書では、患者に治療を施す医療装置と、患者と医療専門家を含むユーザとの間で
通信ネットワークを介してデータを送受信するよう構成されるサーバシステムとを備え、
前記サーバシステムがさらに患者ケアに関するデータを処理し記憶するよう構成される患
者ケアシステムが開示される。前記サーバシステムは、患者ケアに関するデータを暗号化
し、暗号化したデータを記憶するように構成されたデータベースと、疾病管理及び患者情
報管理プログラムのための患者ケアソフトウェアコンポーネントを含むアプリケーション
サーバと、インターネット経由のデータ転送のためのウェブサーバソフトウェアアプリケ
ーションを含む通信サーバを備え、前記患者ケアソフトウェアコンポーネントは、前記通
信ネットワークを介して転送される前記医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使
用データを受信することができ、またさらに前記医療装置使用データを患者データと関連
付けて処理して、患者の治療に関連した一又は複数のレポートを生成することができ、前
記レポートは、サーバシステムに記憶された、患者ケアシステム登録ユーザそれぞれの役
割と権限に応じ、通信ネットワークを介して登録ユーザによる遠隔アクセスが可能である
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。
【００１８】
　本発明の第１局面によれば、患者情報管理プログラムは、投薬歴、遵守状況データ、患
者アウトカムレポート、患者健康状態レポート、患者生理学データレポート、医療装置設
定、治療計画データ、及び前記の情報の任意の組み合わせの中から選択される情報に基づ
き、表、チャート、リスト、図、又はグラフィック表示の形態でレポートを作成するよう
構成されるレポートコンポーネントを備え、前記レポートコンポーネントは、ユーザイン
ターフェース装置（ＵＩＤ）ディスプレイ上に同時に表示するための複合レポートを生成
するよう構成され、前記複合レポートには、治療計画の不遵守の影響又は治療の有効性の
評価を容易にする、計画遵守状況と患者アウトカムの複合レポートが含まれる。
【００１９】
　本発明は、治療と健康状態に関連した生活の質の有効性評価のための総合的ケアシステ
ムを提供し、これにより、医療専門家（ＨＣＰ）は患者の治療計画における投薬と治療を
改善することができるようになる。
【００２０】
　本患者ケアシステムの別の利点としては、このシステムはＨＣＰの役に立つだけでなく
、患者が治療及びそれに関連する身体的、心理的効果を自己監視することが可能となり、
これにより患者が疾病管理と治療上の意思決定に積極的になることが考えられ、さらにそ
れにより治療計画遵守と、最終的にはアウトカムの改善につながる可能性がある。
【００２１】
　さらに別の利点としては、アプリケーションは完了した方法の数、又は報告頻度によっ
て患者に限定を加えないので、ＨＣＰは、自身の関心に応じて、本システムが特定の間隔
（例えば毎月）で特定のＰＲＯ評価をするように構成することができる。このため、ＨＣ
Ｐは積極的に患者を監視するため本システムを用いることができる。
【００２２】
　通信サーバは、有利には、さらにセル式携帯電話ネットワークを用いた無線通信技術（
ＷＴＴ）データ転送用に構成された遠隔サービスデータアップロードソフトウェアアプリ
ケーションを備えるようにしてもよく、これにより、無線通信技術（ＷＴＴ）送信器を備
えたスマートフォンやタブレット型コンピュータ等のモバイル機器を持つユーザはサーバ
システムに遠隔接続することができる。患者ケアシステムは、有利には、さらに無線通信
ネットワークを介してサーバシステムに接続するよう構成された無線通信技術（ＷＴＴ）
送信器を備えた医療装置接続ステーションを備え、医療装置接続ステーションは医療装置
と相互接続して、サーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケー
ションを介して医療装置使用データを患者情報管理プログラムアプリケーションにアップ
ロードするようにしてもよい。あるいは、医療装置に、無線通信ネットワークを介してサ
ーバシステムに接続するよう構成された無線通信技術（ＷＴＴ）送信器を組み込み、医療
装置がサーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションを介
して医療装置使用データを患者情報管理プログラムアプリケーションに直接アップロード
するようにしてもよい。
【００２３】
　一実施形態において、サーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプ
リケーションを介して医療装置使用データを患者情報管理プログラムアプリケーションに
アップロードするよう構成されたクライアント側ソフトウェアアプリケーションを、電話
やタブレット型コンピュータ等のモバイルユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）にイン
ストールしてもよい。
【００２４】
　治療計画の遵守状況は第１グラフィック表示で表すようにしてもよく、患者の生理的状
態に関連するアウトカムレポートを第２グラフィック表示で表すようにしてもよい。操作
者が治療計画の遵守状況と患者の生理的状態を比較できるよう、第１と第２のグラフィッ
ク表示のタイムスケールを共通にしてユーザインターフェース装置のグラフィックディス
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プレイ上に同時に表示するようにしてもよい。
【００２５】
　患者ケアシステムは、有利には、さらにＥメール及び／又はＳＭＳ（ショートメッセー
ジサービス）通知を患者及び必要に応じシステムの他のユーザに送信するよう構成された
通知サービスソフトウェアコンポーネントを備えるようにしてもよい。通知には、アラー
ム、訪問リマインダー、治療計画情報、健康情報、及び薬剤情報を含めることができる。
【００２６】
　患者ケアシステムは、有利には、さらに、ユーザ、特に患者がサーバシステムからアク
セス又はダウンロードが可能な、視力検査や歩行検査等の検査を含む患者治療サービスソ
フトウェアコンポーネントを備えるようにしてもよく、前記ソフトウェアコンポーネント
は、検査結果を取得し、検査結果をレポートソフトウェアコンポーネントに入力するよう
に構成される。前記患者治療サービスソフトウェアコンポーネントには、認知訓練や可動
性訓練等の訓練運動を含めることもできる。有利な実施例において、患者治療サービスは
さらに、患者の生理学的計測データの生理学的計測に関するセンサから送られるデータ、
例えば、センサにより自動的に感知され、患者のユーザインターフェース装置もしくは医
療装置を通じ、又は感知装置もしくは訓練装置によりサーバシステムに送信されたデータ
を受け取るように構成してもよい。生理学データには、例えば、体温、血圧、脈拍、体重
、身長、消費カロリー、ガルバニック皮膚反応、表面筋電図、脳波、眼球運動、呼吸、筋
肉の動き、血糖値、及び監視中の病状に関係する測定可能な他のパラメータから一又は複
数を含めることもできる。
【００２７】
　本発明の目的が、治療を監視し慢性疾患や病状に苦しむ患者にケアを提供する請求項３
９の方法により達成された。本発明の方法の様々な有利な特徴が従属請求項で提示される
。
【００２８】
　本明細書において、治療を監視し慢性的な疾患又はや病状に苦しむ患者にケアを提供す
る方法であって、
・患者に治療薬を投与する医療装置を提供することと、
・通信ネットワークを介して患者及び医療専門家を含むユーザとの間でデータを送受信す
るよう構成されたサーバシステムを備えたコンピュータ化された患者ケアシステムであっ
て、前記サーバシステムは、患者に関するデータを記憶するよう構成されたデータベース
と、神経変性疾患管理及び患者情報管理のための患者ケアソフトウェアコンポーネントを
含むアプリケーションサーバと、通信ネットワークを介したデータ転送のための通信サー
バとを含む、コンピュータ化された患者ケアシステムを提供することと、
・患者ケアに関するデータをサーバシステム上で処理し記憶することと、
・前記医療装置の使用に関するデータを含む医療装置使用データ通信ネットワークを介し
サーバシステムに転送することと、
・前記医療装置使用データを患者データと関連付けて処理し、患者の治療に関連した一又
は複数のレポートを生成することと、
・サーバシステムに記憶されている患者ケアシステム登録ユーザそれぞれの役割と権限に
応じ、登録ユーザに前記レポートへの遠隔アクセスを通信ネットワークを介して提供する
ことと
を含む方法が開示される。
【００２９】
　前記方法は、有利には、
・電話やタブレット型コンピュータ等の移動式ユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）に
インストール可能なクライアント側ソフトウェアアプリケーションを提供することと、
・サーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションを介して
、医療装置使用データを患者情報管理プログラムアプリケーションにアップロードするこ
とと
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を含んでいてもよい。
【００３０】
　前記方法は、有利には、
・サーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーションを介して
、医療装置使用データを医療装置から直接、患者情報管理プログラムアプリケーションに
アップロードすること
を含んでいてもよい。
【００３１】
　前記方法は、有利には、
・投薬歴、治療計画遵守データ、患者アウトカムレポート、患者健康状態レポート、患者
生理学データレポート、医療装置設定、治療計画データ、及び前記の情報の任意の組み合
わせの中の任意の一又は複数から選択される情報に基づき、表、チャート、リスト、図、
又はグラフィック表示の中の任意の一又は複数から選択される形態でレポートコンポーネ
ントソフトウェアによりレポートを生成すること
を含んでいてもよい。
【００３２】
　前記方法は、有利には、
・ユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）ディスプレイ上に同時に表示するための２つ以
上のレポートからなる複合レポートを生成し、前記複合レポートには、治療計画の不遵守
の影響評価を容易にする、治療計画遵守状況と患者アウトカムの複合レポートを含むこと
を含んでいてもよい。
【００３３】
　有利には、治療計画の遵守状況は第１グラフィック表示で表すようにしてもよく、患者
の生理的状態に関連する結果レポートを第２グラフィック表示で表し、操作者が治療計画
の遵守状況と患者の生理的状態を比較できるよう、第１と第２のグラフィック表示のタイ
ムスケールを共通にしてもよい。
【００３４】
　あるいは、複合遵守状況レポートを第１タイムスケールについて表示し、患者アウトカ
ムレポートを第２タイムスケールについて表示し、第１と第２のタイムスケールを揃えて
同時に表示して複合遵守状況レポートと患者アウトカムレポートが同じタイムスケールに
ついて表示されるようにし、操作者が遵守状況と患者アウトカムレポートを一定期間にわ
たって比較及び／又は関連付けすることができるようにしてもよい。
【００３５】
　あるいは、複合遵守状況レポートを第１タイムスケールについて表示し、患者アウトカ
ムレポートを第２タイムスケールについて表示し、第１と第２のタイムスケールを相互に
ずらし、患者アウトカムレポートを複合遵守状況レポートと共通のタイムスケールについ
て表示し、操作者が遵守状況と患者アウトカムレポートを一定期間にわたって比較及び／
又は関連付けすることができるようにしてもよい。この場合の利点は、健康に対するある
種の影響については、薬剤の服用もしくは服用漏れと、患者への、計測可能もしくは知覚
されるアウトカムへの影響との間に時間的遅れがあるものがあることである。
【００３６】
　遵守状況データと患者アウトカムレポートを表示するタイムスケールとしては、時間、
日、週、月、年又はこれらの任意の組み合わせとしてもよい。
【００３７】
　前記方法は、有利には、
・通知サービスソフトウェアコンポーネントによってＥメール及び／又はＳＭＳ（ショー
トメッセージサービス）通知を患者及び必要に応じその他のシステム利用者に送信し、通
知内容は、アラート、訪問リマインダー、治療計画情報、健康情報、及び薬剤情報を含む
群から選ぶこと
を含んでいてもよい。
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【００３８】
　前記方法は、有利には、
・患者に検査へのオンラインのアクセスを提供することと、
・患者治療サービスソフトウェアコンポーネントにより、前記検査の結果をオンラインで
自動的に取得することと、
・前記検査結果をレポートソフトウェアコンポーネント及び／又はデータベースに入力す
ることと
を含んでいてもよい。
【００３９】
　前記方法は、有利には、認知訓練、可動性訓練、言語訓練、視力訓練、心血管強化運動
、理学療法から選択される任意の一又は複数の訓練運動へのオンラインのアクセスを患者
に提供すること
を含んでいてもよい。
【００４０】
　前記方法は、有利には、
・患者の生理学的測定データの生理学的測定に関するセンサから送られるデータを受信す
ることと、
・センサからの前記データを、患者のユーザインターフェース装置及び／もしくは医療装
置から選択される通信機能つきの装置を介して、及び／又は感知装置もしくは訓練装置に
より、サーバシステムに送信し、生理学データには、体温、血圧、脈拍、ガルバニック皮
膚反応、表面筋電図、脳波測定値、眼球運動測定値、心電図測定値、呼吸センサ測定値、
血糖センサ測定値のうちの任意の一又は複数を選ぶことと
を含んでいてもよい。
【００４１】
　本発明の一局面によれば、慢性的病状又は慢性疾患の治療計画の有効性を評価する方法
であって、
・薬剤を投与する医療装置を提供することと、
・医療装置の使用データを計算システムに送信することと、
・処方された治療計画データと前記使用データに基づき治療計画の遵守状況を計算するこ
とと、
・計算システムに患者報告アウトカムを送信することと、
・計算システムの中に治療計画の遵守状況の第１グラフィック表示と患者報告アウトカム
の第２グラフィック表示を生成し、前記第１と第２のグラフィク表示は同じタイムスケー
ルを含むようにすることと、
・前記報告をユーザインターフェース装置のスクリーン上に表示して医療専門家がアクセ
スできるようにし、前記第１と第２のグラフィック表示が同時に表示されるようにするこ
とと
を含む方法が本明細書においてさらに開示される。
【００４２】
　患者報告アウトカムを計測する利点としては、治療の効果と疾患の経過について患者の
受け止め方を考慮に入れて多発性硬化症等の疾患を持つ患者の生活経験のより完全な状況
が把握でき、定量可能でより包括的な測定基準を提供することができる。
【００４３】
　前記計算システムは、有利には、上記患者ケアシステムのサーバシステムの一又は複数
の特徴を備えていてもよい。
【００４４】
　本発明の具体的な一局面において、慢性的病状又は慢性疾患は多発性硬化症を含む神経
変性疾患である。
【００４５】
　本発明の具体的な一局面において、慢性的病状又は慢性疾患は成長ホルモン分泌不全症
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である。
【００４６】
　本発明の一定の目的は、治療計画の有効性を監視するための、請求項１５の患者ケアシ
ステム及び請求項３９の方法によっても達成される。
【００４７】
　患者ケアシステムであって、薬剤を投与する医療装置と、医療装置の使用に関する第１
データを取得することができる第１データ入力装置と、患者の生理的状態に関する第２デ
ータを取得することができる第２データ入力装置と、第１データと第２データ入力装置と
通信し第１データと第２データを取得し、また、第１データを処理して治療計画の遵守状
況に関する処理済第１データを作成することができる少なくとも一つの処理部と、前記処
理部と通信して治療計画の遵守状況を表す第１グラフィック表示と前記第２データを表す
第２グラフィック表示とを表示する表示部を備えたユーザインターフェース装置とを備え
、操作者が治療計画の遵守状況と臨床的に有効な質問票への回答の形で患者から収集され
たデータを含む第２データとを比較できるようにしたシステムが本明細書において開示さ
れる。
【００４８】
　一実施形態において、本発明は、コンピュータ化された医療システムであって、患者に
治療を施すための医療装置と、サーバシステムと、医療装置と通信し、医療装置の使用に
関するデータである第１データをサーバに送信するようにした送信器と、患者の健康に関
するデータである第２データを、前記第１データと第２データを記憶するようにしたサー
バに送信する第１コンピュータ端末と、サーバシステムと通信し前記第１データから得ら
れた治療の遵守状況を表す第１グラフィック表示と前記第２データを表す第２グラフィッ
ク表示とを同時に表示する第２コンピュータ端末とを備えたシステムを提供する。
【００４９】
　本発明の一実施形態に関し、治療計画の有効性を監視する方法であって、医療装置の使
用に関する第１データを処理部に送信することと、患者の生理学的状態に関する第２デー
タを処理部に送信することと、データを処理して治療計画の遵守状況に関する処理済第１
データを作成することと、治療計画の遵守状況を表す第１グラフと第２データを表す第２
グラフとを表示部に表示して、操作者が治療計画の遵守状況と第２データを比較できるよ
うにすることとを含む方法が本明細書中にさらに開示される。
【００５０】
　前記処理部は遠隔アクセスが可能なサーバシステムであってもよい。
【００５１】
　前記第１データは、投与した薬剤の種類、投薬量、投与方法、投与時刻、投与日、及び
投与頻度から選択されるデータを含むようにしてもよい。第１データ入力装置による第１
データの取得とユーザインターフェース装置の表示部による第１データの表示との間に第
１データの処理を行うために処理部を設け、所定の治療計画の遵守状況を表すようにして
もよい。前記第２データは、患者報告アウトカム、健康状態検査結果、生理学データの中
から選択されるデータを含むようにしてもよい。
【００５２】
　好ましくは、前記システムは、医療装置の使用時刻及び／又は日付を記録する時計モジ
ュールにより第１データに時刻記録を付すようにする。好ましくは、前記システムは、患
者の生理学的状態が記録された時刻及び／又は日付を記録する時計モジュールにより第２
データに時刻記録を付すようにする。理想的には、第１データと第２データの両方に時刻
記録を付す。好ましい実施形態において、第１データ入力装置は第１データに時刻記録を
付し、第２データ入力装置は第２データに時刻記録を付す。「時刻記録を付された」とい
う用語は、データが入力された時刻及び／又は日付を記録することを指す。例えば、第１
データ入力装置は、毎回の投薬の時刻及び／又は日付を記録するようにしてもよい。必要
に応じ、第２データ入力装置は、毎回の患者報告アウトカム（ＰＲＯ）、健康状態検査結
果、及び生理学データの時刻及び／又は日付を記録するようにしてもよい。
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【００５３】
　好ましくは、表示部は第１グラフィック表示と第２グラフィック表示を共通の時間軸の
上に表示する。時間軸は時間を図示したものである。有利なことに、これによりユーザ、
特に医療専門家は、決められた経過期間について、処理済第１データと第２データの間の
相関の有無を判断することができる。相関関係は、投薬計画等の治療計画の有効性を監視
するために用いることができる。例えば、治療計画の遵守状況が患者の生理学的状態に良
い影響を与えたか否かを判断することができる。ある種の実施形態においては、治療計画
は事前に決定されている。好ましくは、ユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）は第１グ
ラフィック表示と第２グラフィック表示を同時に表示部に表示できる。
【００５４】
　好ましくは、ユーザインターフェース装置は、第１グラフィック表示と第２グラフィッ
ク表示を重ね合わせて表示できる。有利には、これにより操作者は、第１と第２のグラフ
ィック表示を同時に見ることができる。これにより、第１と第２のグラフィック表示の間
に相関があれば、迅速かつ明確に視認することができる。
【００５５】
　好ましくは、ＵＩＤ表示部は、処理済第１データを第１グラフィック表示として表示で
きるようにする。好ましくは、前記表示部は、第２データを第２グラフィック表示として
表示できるようにする。有利なことに、これにより操作者は第１データ中の変化、及び／
又は第２データ中の変化を視認することができる。必要に応じ、処理済第１データと第２
データには時刻記録が付される。この実施形態においては、処理済第１データと第２デー
タを時間軸を持つグラフ上にプロットすることができる。理想的には、処理済第１データ
と第２データは対応する時間軸上にプロットされる。
【００５６】
　第１グラフィック表示は第２グラフィック表示の手前又は後ろに重ね合わせることがで
きる。
【００５７】
　グラフィック表示が表示されるユーザインターフェース装置は、処理部、医療装置、第
１データ入力装置、及び第２データ入力装置の中から選択される、他の装置から、物理的
及び地理的に隔てられていてもよい。「物理的隔たり」という用語は、一又は複数の物の
間に物理的接触が発生しないことを意味する。「地理的隔たり」という用語は、一又は複
数の物が地理的に別の場所、例えば、異なる建物、場所、村、町、都市、又は国に位置す
ることを意味する。一般に、「隔てる」、「隔てられた」という語は、物理的隔たりを指
し、場合により地理的隔たりを指す。表示部を上記の一又は複数の装置から物理的及び地
理的に隔てることには、患者以外の、患者から地理的に隔てられた操作者がデータを評価
することができるという利点がある。操作者は、例えば医療実務者もしくは訪問看護師等
の医療関係者、又は医療保険会社等の医療費支払者であり得る。医療実務者は医師又は看
護師であり得る。
【００５８】
　表示部のあるＵＩＤは、医療関係者が操作する、携帯電話（例えばスマートフォン）又
はコンピュータ（例えばデジタルタブレットもしくはＰＣ）としてもよい。典型的には、
訪問看護師は第１データと第２データを携帯電話上で比較することができる。典型的には
、医師は処理済第１データと第２データを自身の診察室のＰＣで比較することができる。
典型的には、医療保険会社は処理済第１データと第２データを保険会社事務所のＰＣで比
較することができる。処理済第１データと第２データを比較することにより、医療関係者
は処理済第１データと第２データの間の相関の有無を判断することができる。この相関は
治療計画の有効性を監視するために用いることができる。表示部の操作者は患者でもあり
得る。この実施形態において、表示部は、処理部、医療装置、第１データ入力装置、及び
第２データ入力装置の中から選択される装置から、物理的に隔てられていてもよい。ある
いは、表示部、第１データ入力装置、及び第２データ入力装置が一つの同じ装置であって
もよい。この実施形態のさらに別の変形例においては、表示部、医療装置、第１データ入
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力装置、及び第２データ入力装置が一つの同じ装置であってもよい。有利には、患者は表
示部に表示される処理済第１データと第２データを比較することができ、表示部は、携帯
電話（スマートフォン等）又はコンピュータ、例えばＰＣもしくはデジタルタブレットか
ら選択される。処理済第１データと第２データを比較することにより、患者は処理済第１
データと第２データとの間の相関の有無を判断することができる。この相関は治療計画の
有効性を監視するために用いることができる。
【００５９】
　処理部は、医療装置、第１データ入力装置、第２データ入力装置、及び表示部を備える
ユーザインターフェース装置を含む、システムの他のハードウェアコンポーネントから物
理的及び地理的に隔てられていてもよい。有利なことに、これにより、セキュアな場所に
ある処理部で第１データと第２データを記憶及び／又は処理することができる。これによ
りデータのセキュリティが向上する。好ましい実施形態において処理部はサーバシステム
内にある。
【００６０】
　好ましくは、第１データ、処理済第１データ、及び第２データは暗号化される。有利に
は、これによりデータのセキュリティが向上する。
【００６１】
　一実施形態において、処理部は、無線通信トランスファー技術（ＷＴＴ）を備えた一又
は複数の医療装置接続ステーションを介し、第１データ入力装置、及び／又は第２データ
入力装置、及び／又は表示部のあるＵＩＤと通信することができる。一実施形態において
、医療装置接続ステーションは、ＧＳＭ（グローバルモジュール通信システム）又はＵＭ
ＴＳ（ユニバーサル移動体通信システム）等の携帯電話ネットワークに接続するための契
約者識別モジュールカード（ＳＩＭカード）を備える。
【００６２】
　一実施形態において、医療装置接続ステーションは、処理部と、医療装置と、第１デー
タ入力装置と、第２データ入力装置と、表示部のあるＵＩＤとから選択される他の装置か
ら物理的に隔てることができる。医療装置接続ステーションは、医療装置を取り付ける基
部としてもよい。
【００６３】
　医療装置接続ステーションは、赤外線、ラジオ周波数、又は電気通信を介して医療装置
と通信するようにしてもよい。それにより、第１データ及び／又は第２データを、医療装
置から医療装置接続ステーションに赤外線、ラジオ周波数、又は電気通信を介してやりと
りすることができる。有利な実施形態において、医療装置接続ステーションは、携帯電話
通信ネットワークを介してデータを処理部に送信することを可能とするＷＴＴ送信器であ
る。
【００６４】
　一実施形態において、医療装置は、第１及び第２のグラフィック表示を生成することが
できる前記少なくとも一つの処理部のうちの一つを備える。
【００６５】
　一実施形態において、医療装置接続ステーションは、患者のＰＣ又はデジタルタブレッ
ト等のコンピュータの形態のユーザインターフェース装置に接続される。この接続は無線
でも、ＵＳＢ接続等の有線接続でもよい。送信器は第１データ及び／又は第２データをこ
のコンピュータに送信してもよい。次いでコンピュータは第１データ及び／又は第２デー
タを処理部に送信してもよい。コンピュータはデータの送信をインターネット接続を介し
て行ってもよい。
【００６６】
　一実施形態において、第１データ入力装置は医療装置に組み込まれ、これにより医療装
置は第１データを取得できる。医療装置は、投与した薬剤の種類、投薬量、投与方法、投
与時刻、投与日、及び投与頻度から選択されるデータを記録することができ、必要に応じ
、そのデータから、所定の治療計画の遵守状況を計算することができる。医療装置は、医
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療装置接続ステーションを介してサーバシステム内の処理部と通信するようにしてもよい
。あるいは、医療装置に無線送信器、具体的にはＷＴＴ送信器を組み込んでもよい。
【００６７】
　第２データ入力装置は、携帯電話（例えばスマートフォン）、又は、ＰＣもしくはデジ
タルタブレット等のコンピュータであってもよい。患者は、自身の生理的状態に関するデ
ータである第２データを自身の携帯電話又はコンピュータに入力することができる。この
実施形態において、医療装置は第２データ入力装置（例えば、携帯電話又はコンピュータ
）から物理的に隔てられている。有利なことに、第２データ入力装置として携帯電話又は
コンピュータを用いることにより、第２データ入力装置と医療装置が一つの同じ装置であ
る場合に比べ、医療装置に必要なハードウェアが少なく、そのため医療装置が軽く小さく
なる。
【００６８】
　別の実施形態において、第１データ入力装置、第２データ入力装置、及び場合に応じ、
送信器は、単一の装置に組み込まれる。好ましくは、この単一の装置は携帯電話（例えば
スマートフォン）又はコンピュータである。コンピュータはＰＣ又はデジタルタブレット
でもよい。この実施形態において、医療装置は物理的に第１データ入力装置、第２データ
入力装置、及び送信器（例えば携帯電話又はコンピュータ）から隔てられている。有利な
ことに、これにより例えば１回限りの投薬用とする等、医療装置をより容易に処分可能な
ものにできる。有利なことに、第１データと第２データを同じユーザインターフェース装
置に入力することができる。
【００６９】
　一実施形態において、携帯電話やコンピュータ等のユーザインターフェース装置は、医
療装置、例えば使い捨ての１回使用型医療装置との通信を、当該医療装置に付したラベル
を介して行うように構成される。理想的には、ラベルは、近距離通信（ＮＦＣ）チップ、
及び／又はクイックレスポンス（ＱＲ）コードである。医療装置は、ＮＦＣ送受信機又は
ＱＲコードリーダーを備えた携帯電話又はコンピュータと接触又は近接させることができ
る。これにより電話又はコンピュータによるラベルの識別が開始される。有利なことに、
携帯電話又はコンピュータが個々の医療装置を識別することができる。したがって、携帯
電話又はコンピュータは、第１データと、第２データと、医療装置識別データとの中から
選択されるデータを取得するようにしてもよく、そのデータをサーバシステムに送信する
ようにしてもよい。
【００７０】
　別の実施形態によれば、医療装置、第１データ入力装置、及び第２データ入力装置が同
じ装置内に組み込まれる。この場合、医療装置は第１データと第２データを取得すること
ができる。有利なことに、患者は一つの装置にデータを入力するだけでよい。これは、携
帯電話やコンピュータを使いたくないと思う患者には有益である。医療装置はさらに送信
器を備え、これにより医療装置が第１データと第２データを医療装置から物理的又は地理
的に隔てられた処理部に送信するようにしてもよい。あるいは、送信器は医療装置を取り
付ける基部としてもよい。有利には、送信器はＷＴＴ送信器とすることができる。さらに
必要に応じ、健康状態検査結果等の追加的な第２データを別の第２データ入力装置、例え
ば患者が所有するコンピュータで取得するようにしてもよい。
【００７１】
　医療装置は、患者に薬剤を投与する装置としてもよい。医療装置は、注射装置、例えば
皮下注射装置、静脈注射装置、筋肉内注射装置としてもよい。医療装置は電子的医療装置
又は機械装置としてもよい。好ましくは、医療装置は電子的皮下注射システムである。
【００７２】
　あるいは、医療装置は、錠剤ディスペンサ、吸入器、又は局所用投与器、例えば噴霧薬
ディスペンサとしてもよい。
【００７３】
　本発明の具体的な一局面において、患者ケアシステム、治療計画の有効性の監視方法、
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又は治療監視方法は、多発性硬化症、成長ホルモン分泌不全症、関節リウマチ、若年性関
節リウマチ、乾癬、尋常性乾癬、クローン病、若年性クローン病、喘息、乾癬性関節炎、
潰瘍性大腸炎、全身性エリテマトーデス、及び強直性脊椎炎の群から選択される疾患のた
めに構成される。
【００７４】
　「データ」という語は、第１データ、及び／又は第２データ、及び／又は処理済第１デ
ータを記述するために用いられる。必要に応じ、「データ」という語を、以下にさらに定
義する第３データ、及び／又は第４データを記述するために用いる場合がある。
【００７５】
第１データ
　一実施形態において、第１データは投与した薬剤の種類、投薬量、投与方法、投与時刻
、投与日、及び投与頻度から選択されるデータに関する。
【００７６】
　本発明の好ましい実施形態において、システムは第１データを処理することができる処
理部を備える。好ましい実施形態において、方法はさらに第１データを処理して処理済第
１データを作成することを含む。処理済第１データは所定の治療計画の遵守状況に関する
。
【００７７】
　本発明のシステム又は方法は、さらに第３データを備えていてもよい。前記第３データ
は、所定の治療計画を含む。第３データは、所定の薬剤の種類、所定の投薬量、所定の投
与方法、所定の投与時刻、所定の投与日、及び所定の投与頻度から選択されるデータを備
えていてもよい。
【００７８】
　処理済第１データは、所定の治療計画に関連するデータを含むようにしてもよく、これ
を治療計画遵守状況データと呼ぶことができる。治療計画遵守状況データは、所定の治療
計画データと実際の治療計画データの間の相関である。所定の治療計画は、医師等の医療
関係者が事前に決定することができる。一実施形態において表示部は処理済第１データ（
治療計画遵守状況データ）と第２データ（患者の生理学的状態）を表示する。
【００７９】
　このように、処理部は、第１データを処理することにより所定の治療計画の遵守状況を
計算することができる。処理済第１データは、第１データを第３データと比較することに
より計算される。すなわち、所定の治療計画の遵守状況は、実際の治療計画データを所定
の治療計画データと比較することにより計算される。
【００８０】
　所定の治療計画を処方治療計画と呼ぶことがある。
【００８１】
　したがって、１００％の遵守は、患者が所定の治療計画を完全に遵守したことを示し、
１００％未満の遵守は、患者が所定の治療計画を完全には遵守しなかったこと、例えば、
患者が処方された薬剤量を全部注射するには至らなかった場合などを示す。
【００８２】
　ＵＩＤ表示部は、処理済第１データを、第３データ（すなわち所定の治療計画）に対す
る遵守状況の百分率として表示することができる。百分率はグラフとして表示することが
できる。このように、一実施形態において、表示部は処理済第１データのグラフを表示す
る。
【００８３】
　好ましくは、ＵＩＤ表示部は、処理済第１データと第２データを同じ時間軸上にグラフ
ィックで表示する。有利には、これにより操作者は所定の治療計画の遵守状況と患者の生
理学的状態の間の相関の有無を決定することができる。理想的には、ＵＩＤ表示部は、処
理済第１データと第２データを、例えば並べたり、重ね合わせたりして、同時に表示でき
る。
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【００８４】
　所定の治療計画（すなわち第３データ）は、所定の薬剤の種類、所定の投薬量、所定の
投与方法、所定の投与時刻、所定の投与日、及び所定の投与頻度から選択されるデータを
含むようにしてもよい。このように、所定の治療計画データは、時刻及び／又は日付の情
報を含む。
【００８５】
　実際の治療計画データ（すなわち第１データ）は、投与した薬剤の種類、投薬量、投与
形態、投与時刻、薬剤投与日、及び薬剤投与頻度から選択されるデータを含むようにして
もよい。実際の治療計画データ（すなわち第１データ）には、例えば時計モジュールによ
り時刻記録を付してもよい。この時刻記録を付した第１データを処理して処理済第１デー
タが得られる。
【００８６】
　処理部は時刻記録を付した第１データと第３データに含まれる時刻／日を比較すること
ができる。
【００８７】
　投与方法は、皮下注射、静脈注射、筋肉注射等の注射とすることができ、好ましくは、
投与方法は皮下注射である。別の実施形態において、投与方法は経口又は局所的投与であ
る。
【００８８】
　第１データ入力装置は、スマートフォンアプリケーションを備えた携帯電話、又はウェ
ブベースのアプリケーションを備えたコンピュータの形態を取るＵＩＤであって、アプリ
ケーションで第１データを取得できるものとしてもよい。
【００８９】
　投薬計画は治療計画の一形態である。
【００９０】
第２データ
　一実施形態において、第２データは、患者報告アウトカム（ＰＲＯ）、健康状態検査結
果、及び生理学データから選択されるデータを含むようにしてもよい。有利には、第２デ
ータにはＰＲＯを含むようにすることができる。
【００９１】
　患者報告アウトカム（ＰＲＯ）とは、臨床的に有効な質問票に対する回答である。質問
票には、患者の全体的な健康状態、痛み、認知、疲労感、膀胱の状態、腸の状態、性的満
足、視覚障害、心の健康、感情と情動、抑うつ、睡眠、及び健康状態に関する他の判定基
準から選択される、判定基準のレベル評価のための質問を含めることができる。質問票は
、患者に一又は複数の判定基準について段階評価で点数をつけるよう求めることができる
。
【００９２】
　健康状態検査は可動性検査、歩行検査、視力検査、及び／又は認知検査を含む。検査は
患者が自宅でコンピュータ、及び、ラジオ周波数接続（例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）又はＷｉ－Ｆｉ）によりコンピュータに接続したモーションセンサ等の検査用具を
用いて行うようにすることができる。
【００９３】
　生理学データには、患者の体温、血圧、心拍数、ガルバニック皮膚反応、呼吸、血糖値
、脳の活動、眼球運動、筋運動、身長（成長ホルモン治療の場合）が含まれるが、これら
に限られない。システムは身長測定器を備えてもよい。
【００９４】
　第２データは客観的である。
【００９５】
　第２データ入力装置は、スマートフォンアプリケーションを備えた携帯電話、又はウェ
ブベースのアプリケーションを備えたコンピュータの形態のＵＩＤであって、アプリケー
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ションで第２データを取得できるようにしたものとしてもよい。
【００９６】
第３データ
　医療装置、コンピュータ、携帯電話、又はサーバは、第３データを備えていてもよい。
前記第３データは所定の治療計画を含むようにしてもよい。第３データは、所定の薬剤の
種類、所定の投薬量、所定の投与方法、所定の投与時刻、所定の投与日、及び所定の投与
頻度から選択されるデータを含むようにしてもよい。有利には、医療装置、コンピュータ
、又は携帯電話は、ユーザに、所定の治療計画の実行を思い出させ、又は指示してもよい
。
【００９７】
第４データ
　さらに第４データが医療装置又はＵＩＤ、例えばコンピュータ又は携帯電話に入力され
るようにしてもよい。前記第４データは、医療関係者との面会約束の日付と時刻を含むよ
うにしてもよい。有利には、医療装置又はＵＩＤは、患者に面会約束を思い出させるため
合図を出すようにしてもよい。
【００９８】
データ入力
　第１データは、第１データ入力装置に手動で入力するようにしてもよい。例えば、第１
データ入力装置は、タッチスクリーン、キーボード、コンピュータマウス等のユーザイン
ターフェースを備えていてもよい。患者はユーザインターフェースを介してデータを第１
データ入力装置に入力することができる。好ましくは、ユーザインターフェースはタッチ
スクリーンである。理想的には、第１データ入力装置は、タッチスクリーンを備えた医療
装置又は携帯電話である。
【００９９】
　第１データは、第１データ入力装置によって検知されるようにしてもよい。例えば、第
１データ入力装置は、投与した薬剤の種類、投薬量、投与方法、投与時刻、投与日、及び
投与頻度から選択されるデータを自動的に取得するようにした医療装置としてもよい。
【０１００】
　第２データは、第２データ入力装置に手動で入力するようにしてもよい。例えば、第２
データ入力装置は、タッチスクリーン、キーボード、コンピュータマウス等のユーザイン
ターフェースを有していてもよい。患者はユーザインターフェースを介してデータを第２
データ入力装置に入力することができる。好ましくは、ユーザインターフェースはタッチ
スクリーンである。理想的には、第２データ入力装置は、タッチスクリーンを持つ医療装
置又は携帯電話である。
【０１０１】
　第２データは、第２データ入力装置、例えばセンサにより検知されるようにしてもよい
。センサは、脳波（ＥＥＧ）センサ、心電図（ＥＣＧ又はＥＫＧ）センサ、皮膚表面セン
サ、電子式又はビデオ式の眼球運動センサ、呼吸センサ、血糖値センサ、運動センサ、視
力センサ、身長センサから選択してもよい。センサは、ラジオ周波数接続（例えばＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又はＷｉ－Ｆｉ）を介し、データを第２データ入力装置に送信
してもよい。第２データは複数の第２データ入力装置に入力してもよい。
【０１０２】
データの記憶と処理
　好ましい実施形態において、システムは、遠隔アクセス可能なサーバシステムに組み入
れられた第１データ及び／又は第２データを処理するためのデータ処理部を含む。サーバ
システムは、第１と第２のグラフィック表示を作成し、表示部に送信することができる。
【０１０３】
　好ましい実施形態において、サーバシステムは、第１データ、処理済第１データ、及び
／又は第２データを記憶するためのデータベースを含む。
【０１０４】
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　一実施形態において、サーバシステムは、第１データ入力装置、第２データ入力装置、
並びに表示部として機能する医療装置及びユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）から物
理的及び地理的に隔てられている。有利なことに、これにより、セキュアな場所にあるサ
ーバでデータを記憶し、及び／又は処理することができ、個々のユーザがアクセスできる
情報の程度と種類はユーザの役割と機能に応じて異なる。これによりグローバルなアクセ
ス可能性及びデータのセキュリティが向上し、また、長期にわたるデータ収集が可能とな
り、そのデータを疾患治療効果の理解向上のために用いることができる。
【０１０５】
　一実施形態において、医療装置は、第１データ及び／又は第２データをオフラインで記
憶するデータ記憶モジュールを備え、前記第１データ及び／又は第２データは、医療装置
の操作者の都合の良いタイミングで、サーバシステムに一度に送信することができる。こ
のように、一定期間、例えば数日、数週間、数か月、例えば最大１２か月にわたって収集
したデータを同時にサーバシステムに送信することができる。
【０１０６】
データ表示
　ＵＩＤ表示部は、処理済第１データと第２データを表示し、操作者が処理済第１データ
と第２データを比較できるようにする。有利なことに、これにより、操作者はより便利に
処理済第１データと第２データの間の相関の有無を決定することができる。
【０１０７】
　好ましい実施形態において、処理済第１データは図、好ましくは第１グラフとして表示
することができる。同様に、第２データは図、好ましくは第２グラフとして表示すること
ができる。有利には、第１グラフと第２グラフは同時に表示することができる。例えば、
第１グラフと第２グラフを隣合わせで、又は重ね合わせて表示することができる。あるい
は、処理済第１データと第２データを日ごと、週ごと、又は月ごと等のカレンダーの形式
で表示することができる。
【０１０８】
通信ネットワーク
　システム内でのデータの送信は、携帯電話又はセル式電話ネットワークとしても知られ
る無線通信技術（ＷＴＴ）ネットワーク、固定回線電話ネットワーク、インターネットネ
ットワーク、及び、Ｗｉ－Ｆｉやイーサネット等の種々の通信プロトコルと通信手段を含
むイントラネットネットワークなどのローカルコンピュータネットワークの中から選択さ
れる通信ネットワークを介して行われる。
【０１０９】
　多くの実施形態において、データはこれらの一又は複数のネットワーク上で送信するこ
とができる。例えば、第１データ入力装置は携帯電話ネットワークを介して第１データを
コンピュータに送信してもよい。次いでコンピュータはインターネットネットワークを介
してそのデータをサーバシステムに送信してもよい。例えば、第２データ入力装置は、携
帯電話ネットワークを介して第２データをサーバに送信してもよい。例えば、サーバシス
テムは、インターネットネットワークを介して処理済第１データと第２データを表示部に
送信してもよい。
【０１１０】
　有利には、装置間のデータ送信は無線で行うことができる。
【０１１１】
医療装置
　医療装置は、患者に対し治療を施すためのもの、具体的には治療薬を投与するためのも
のである。本発明の一局面において、治療は、インターフェロンベータ１ａ、例えばＲｅ
ｂｉｆ（登録商標）又はＡｖｏｎｅｘ（登録商標）による多発性硬化症の治療である。本
発明の別の一局面において、治療は、組換え成長ホルモン、例えばＳａｉｚｅｎ（登録商
標）による成長ホルモン分泌不全症の治療である。
【０１１２】
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　一実施形態において、医療装置は、皮下注射装置、静脈注射装置、筋肉注射装置等の注
射装置である。
【０１１３】
　好ましくは、装置は、電子式皮下注射装置、例えばＲｅｂｉｓｍａｒｔ（登録商標）、
Ｒｅｂｉｄｏｓｅ（登録商標）、又はＥａｓｙｐｏｄ（登録商標）として商業的に知られ
る種類である。Ｒｅｂｉｓｍａｒｔ（登録商標）は多発性硬化症治療のためにＲｅｂｉｆ
（登録商標）を投与する。Ｒｅｂｉｄｏｓｅ（登録商標）は、使い捨ての医療装置であり
、多発性硬化症治療のためにＲｅｂｉｆ（登録商標）を投与する。Ｅａｓｙｐｏｄ（登録
商標）は成長ホルモン分泌不全症治療のためにＳａｉｚｅｎ（登録商標）を投与する。
【０１１４】
　一実施形態において、多発性硬化症治療用の医療装置は、第１データ入力装置を組み込
んでいる。有利なことに、これは多発性硬化症治療用の医療装置が第１データを取得でき
ることを意味する。この実施形態において、多発性硬化症治療用の医療装置は、所定の治
療計画の遵守状況、投与した薬剤の種類、投薬量、投与方法、投与時刻、投与日、及び投
与頻度から選択されるデータを記録することができる。
【０１１５】
　多発性硬化症治療用の医療装置は、送信器を介してサーバと通信するようにしてもよい
。
【０１１６】
　好ましくは、送信器は、多発性硬化症治療用の医療装置を取り付ける基部とする。多発
性硬化症治療用の医療装置は、赤外線、ラジオ周波数、又は電気的接続により通信するよ
うにしてもよい。理想的には、送信器は無線送信器である。
【０１１７】
　成長ホルモン分泌不全症治療用の医療装置は、多発性硬化症治療用の医療装置と同様に
動作するようにしてもよい。
【０１１８】
　多発性硬化症又は成長ホルモン分泌不全症の治療用の医療装置は、第２データ入力装置
とともに用いてもよい。第２データ入力装置は、データの取得と処理のためのクライアン
ト側ソフトウェアアプリケーションを備えた携帯電話又はＰＣもしくはデジタルタブレッ
ト等のコンピュータとしてもよい。この実施形態において、第２送信器と携帯電話又はコ
ンピュータが同じ装置に組み込まれる。この場合、患者は、自身の生理的状態に関するデ
ータである第２データを、携帯電話又はコンピュータに入力することができる。この実施
形態において、多発性硬化症又は成長ホルモン分泌不全症の治療用の医療装置は、第２デ
ータ入力装置（例えば携帯電話又はコンピュータ）から物理的に隔てられている。有利な
ことに、携帯電話又はコンピュータを第２データ入力装置として用いることにより、多発
性硬化症又は成長ホルモン分泌不全症の治療用の医療装置に必要なハードウェアが少なく
てすむため、医療装置と第２データ入力装置が一つの同じ装置である場合に比較して、装
置を軽く小さくすることができる。
【０１１９】
　別の実施形態において、多発性硬化症又は成長ホルモン分泌不全症の治療用の医療装置
は、使い捨てであり、第１データ入力装置、第２データ入力装置、及び送信器から物理的
に隔てられている。この実施形態において、第１データ入力装置、第２データ入力装置、
及び送信器は、例えばデータの取得と処理のためのクライアント側ソフトウェアアプリケ
ーションを備えた携帯電話又はコンピュータなど、同じ装置内に組み込むようにしてもよ
い。第１データと第２データは同じ携帯電話又はコンピュータに入力することができ、そ
れはユーザの利便性を向上させる。
【０１２０】
　好ましくは、携帯電話又はコンピュータは、使い捨ての多発性硬化症又は成長ホルモン
分泌不全症の治療用の医療装置に付されたラベルを介してこの医療装置と通信するように
構成される。理想的には、ラベルは、近距離通信チップ及び／又はクイックレスポンスコ
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ードである。使い捨ての医療装置は携帯電話又はコンピュータの形態のＵＩＤと接触又は
近接させることができ、これにより、携帯電話又はコンピュータによるラベル識別が開始
される。
【０１２１】
　有利には、携帯電話又はコンピュータは個々の医療装置を識別できるクライアント側ソ
フトウェアアプリケーションを備える。このように、携帯電話又はコンピュータは、第１
データ、第２データ、及び医療装置を識別するデータを取得し、このデータをサーバシス
テムに送信することができる。
【０１２２】
　本発明の他の特徴と利点は、以下の詳細な説明を添付の図面を参照しつつ読むことで明
らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の一実施形態による患者ケアシステムの図式的概観図である。
【図２】本発明の一実施形態による患者ケアシステムのサーバシステムの図式的概観図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態による患者ケアシステムのサーバシステムの機能アーキテク
チャを示す図式的概観図である。
【図４】本発明の一実施形態による患者ケアシステムのサーバシステムのソフトウェアシ
ステムコンテキストダイアグラムを示す図式的概観図である。
【図５】本発明の一実施形態による患者ケアシステムのソフトウェアコンポーネントの図
式的概観チャートである。
【図６】本発明の一実施形態による、医師が患者の治療遵守状況を分析するために使用で
きる複合レポートを表示するスクリーンインターフェースである。
【図７ａ】本発明の実施形態による医療装置の図である。医療装置接続ステーションに取
り付けた再利用できる医療装置を示す。
【図７ｂ】本発明の実施形態による医療装置の図である。１回限り使用する使い捨て医療
装置を示す。
【図８ａ】本発明による患者ケアシステムの一実施形態の一局面を示す簡素化した略ブロ
ック図である。
【図８ｂ】本発明による患者ケアシステムの一実施形態の一局面を示す簡素化した略ブロ
ック図である。
【図８ｃ】本発明による患者ケアシステムの一実施形態の一局面を示す簡素化した略ブロ
ック図である。
【発明を実施するための形態】
【０１２４】
　以下の記載では、本発明の好ましい実施形態において、患者ケアシステム、及び治療の
有効性を監視又は評価する方法は、多発性硬化症又は成長ホルモン分泌不全症の治療用に
構成される。本発明は、他の疾患、例えば関節リウマチ、若年性関節リウマチ、乾癬、尋
常性乾癬、クローン病、若年性クローン病、喘息、乾癬性関節炎、潰瘍性大腸炎、全身性
エリテマトーデス、及び強直性脊椎炎にも適用できる。
【０１２５】
　図１を参照すると、本発明による患者ケアシステムは、患者に治療を施す医療装置１、
サーバシステム６、ユーザインターフェース装置１８、及び、実施形態によっては、医療
装置接続ステーション２を備える。サーバシステム６は患者ケアと付随的サービスに関す
る情報を処理し及び／又は記憶するように構成され、その情報は、通信ネットワーク１６
、詳細にはインターネット７のようなグローバルコンピュータネットワークを介して送受
信される。通信ネットワークには、さらに、携帯電話ネットワーク３等の無線通信転送（
ＷＴＴ）ネットワーク、及びユーザ１５とサーバシステム６間の２地点間直接通信を含め
ることができる。
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【０１２６】
　ユーザは、患者と医療専門家（ＨＣＰ）、特に医師と看護師を含む。ユーザは、例えば
訪問看護師を含む患者支援の団体又は個人（ＰＳＯ）をさらに含むようにしてもよい。ユ
ーザは、一又は複数のシステム管理者、健康保険団体、保健サービス提供者、薬剤製造者
及びサプライヤー、薬局、及び保健サービスの支払者をさらに含むようにしてもよい。Ｈ
ＣＰはシステム内の患者関連情報を管理する。この役割は、患者の治療とケアを向上させ
るため、患者の登録、患者関連情報の管理と監視を行うものである。システム管理者は、
アプリケーション内でのシステム関連機能の管理に責任を持ち、システム関連機能にはユ
ーザ、役割と機能、及びその他のマスターデータの作成が含まれる。訪問看護師は、ＨＣ
Ｐと似た役割を持つようにしてもよく、全ての患者データを管理することができる。典型
的には、訪問看護師はタブレット型コンピュータ又はスマートフォン等の携帯型ユーザイ
ンターフェース装置を用いてアプリケーションにアクセスする。訪問看護師は、面会予約
を調整し、患者に会い、患者から情報を収集することができる。
【０１２７】
　ユーザインターフェース装置は、ディスプレイと、サーバシステム６又は医療装置接続
ステーションとの通信手段とを備えるようにしてもよく、また、パーソナルコンピュータ
１８ａ、タブレット型コンピュータ１８ｂ、携帯電話１８ｃ、又は、グラフィクユーザイ
ンターフェースとサーバシステム６もしくは医療装置接続ステーションへの通信手段とを
備えた他の電子計算装置を含むようにしてもよい。
【０１２８】
　ユーザインターフェース装置は、医療装置１と一体型としてもよい。そうすれば、実施
形態にもよるが、患者は、サーバシステム又は医療装置接続ステーションに接続するため
の別個のユーザインターフェース装置を必要としない。医療装置及び／又はユーザインタ
ーフェース装置に、クライアントアプリケーションプログラムをインストールしてもよく
、クライアントアプリケーションプログラムは、サーバシステム６又は医療装置接続ステ
ーション２との接続を確立し、サーバシステム又は医療装置接続ステーションとのデータ
の送受信を管理するように構成される。
【０１２９】
　医療装置接続ステーション２は、変形例に応じて種々の構成を取り得る。一変形例にお
いては、医療装置接続ステーション２を通信インターフェース装置として構成し、医療装
置と、ユーザインターフェース装置、例えば医療専門家１５ｂのユーザインターフェース
装置との間の情報のやり取り、及び／又は、通信ネットワーク１６を通じた、サーバシス
テム６との間の情報のやりとりを行うようにしてもよい。別の変形例においては、医療装
置接続ステーションがプロセッサとソフトウェアをさらに備え、プロセッサとソフトウェ
アは、医療装置からの生データを情報として意味のある形に処理し、ユーザインターフェ
ース装置を介してユーザ１５に、又はサーバシステム６に送るように構成してもよい。医
療装置接続ステーションは、医療装置の接続インターフェースに補完的な接続インターフ
ェースを備える。接続インターフェースはＵＳＢ接続等の、直接の電気的接触、又は種々
の無線通信システム、特に近距離通信システムを含むようにしてもよい。近距離通信シス
テムは、種々の公知の通信プロトコル、例えば、赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＺｉｇＢ
ｅｅ、及び他のラジオ周波数（ＲＦ）通信プロトコルで機能させることができる。
【０１３０】
　本発明の範囲内で、医療装置は、再利用可能な注射装置、使い捨ての注射装置、植込み
型薬剤投与装置、使い捨て型皮内装置、固形薬剤の電子的に読み取り可能な包装、例えば
、電子式容器又はブリスター包装に入った経口投与用錠剤又は坐剤で、薬剤を容器や包装
から取り出すと感知するようにしたものを含む。
【０１３１】
　ユーザの医療装置１、及び／又は医療装置接続ステーション２、及び／又はユーザイン
ターフェース装置１８を介する、サーバシステム６とユーザ１５の間のデータ送信は、例
えば、公開鍵／秘密鍵の対による暗号手段、共通鍵暗号手段、又は他の暗号化手段として
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公知の手段を用いて暗号化することが好ましい。
【０１３２】
　データは、サーバシステム６内に秘匿して記憶され、様々なユーザ１５ａ、１５ｂ、１
５ｃ、１５ｄについて、ユーザの種別に応じて与えられるアクセス権限とユーザの本人確
認に基づいて、容易にかつセキュリティを確保しつつアクセス可能となるように、データ
の処理及び分類がなされる。患者の医療情報は、患者１５ａ及び医師１５ｂ、また、場合
によっては、訪問看護師等、権限を与えられた患者支援団体構成員１５ｃがアクセスでき
るが、他のユーザはアクセスできない。
【０１３３】
　サーバシステム６は、通信ネットワーク１６内の一又は複数の場所に配置された複数の
物理的サーバ及び／又は仮想サーバを含んでいてもよい。したがって、「サーバ」の意味
は、ハードウェアサーバ構成に依存する、サーバソフトウェアの入ったハードウェアサー
バ、及び、一又は複数のハードウェアサーバコンポーネントにインストールされた、ハー
ドウェアサーバ構成から独立した仮想サーバを包含する。サーバは、コンピュータネット
ワーク内に配置された複数のサーバハードウェア及び／又はソフトウェアのコンポーネン
トにより構成してもよい。
【０１３４】
　図１及び図２を参照すると、有利な実施形態において、サーバシステムは、ウェブサー
バ（ＨＴＴＰサーバ）を含む通信サーバシステム６ａ、アプリケーションサーバシステム
６ｂ、及びデータベース６ｃを含む。アプリケーションサーバシステムは、ユーザがアク
セスできるオンラインサービスを扱うための情報サーバ、ユーザに対する通知サービスを
扱うための通知サーバ、モバイルコンポーネントを扱うためのサーバ、ローカルコンポー
ネント及び装置からのデータロードサービスを扱うためのサーバを備えるようにしてもよ
い。
【０１３５】
サーバシステムの例
　一つの例において、本実施形態のサーバシステムは以下の特徴を備える。
【０１３６】
ＨＴＴＰ（ハイパーテキスト転送プロトコル）サーバ
・ＨＴＴＰサーバは、ＨＴＴＰＳ又はＨＴＴＰＳ　ＳＯＡＰリクエストのみを許容するフ
ァイアウォールで守られたＤＭＺに置いたＡｐａｃｈｅ　ＨＴＴＰウェブサーバとするこ
とができる。他のプロトコルはＨＴＴＰサーバへの接触を許されない。ユーザ装置からの
リクエストは全て、ＳＳＬ（セキュア・ソケット・レイヤー）を通し、ユーザ装置とＨＴ
ＴＰサーバ間の通信は、送信中、暗号化されることを確保する。
・患者のデータや医療データは一切ＨＴＴＰサーバには常駐させない。
・パフォーマンスと高可用性を提供するため、ＨＴＴＰサーバの負荷は分散させる。ウェ
ブサーバの一つが何らかの理由で機能を停止した場合、ピーク負荷時のパフォーマンスに
影響が出ることはあっても、システムの可用性は保たれ、ユーザのリクエストは処理でき
る。
【０１３７】
アプリケーションサーバ
・アプリケーションサーバは、高可用性を提供するためクラスター化したＪＢｏｓｓアプ
リケーションサーバとすることができる。
・ＪＢｏｓｓのクラスター化によりセッション管理を扱う。
【０１３８】
通知コンポーネント用のアプリケーションサーバ
・ＪＢｏｓｓアプリケーションサーバが、Ｅメール又はＳＭＳ（ショートメッセージサー
ビス）で送られる通知を扱うため等の通知コンポーネントをホストする。このサーバは、
ユーザからリクエストを受け取ることがないので、クラスター化する必要はない。
【０１３９】



(28) JP 2017-501470 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

モバイルコンポーネント用のアプリケーションサーバ
・ＪＢｏｓｓアプリケーションサーバは高可用性を提供するためクラスター化することが
好ましい。
【０１４０】
ローカルコンポーネントと装置からのデータロードサービス用のアプリケーション
サーバデータロードサービスＪＢｏｓｓアプリケーションサーバは高可用性を提供するた
めクラスター化してもよい。
【０１４１】
データベース
・データベースは、例えば、高可用性を提供するためクラスター化されたオラクル（商標
）エンタープライズ版データベースとすることができる。
・記憶データの暗号化のためオラクル・アドバンスセキュリティオプションを用いること
ができる。
【０１４２】
　図３に、本発明によるコンピュータ化された患者ケアシステムの好ましい実施形態のプ
ログラムアーキテクチャの機能図を示す。このプログラム機能は、提示プログラムコンポ
ーネント２１、ビジネスサービスプログラムコンポーネント２２、統合プログラムコンポ
ーネント２３、及びデータアクセスプログラムコンポーネント２４を含む。
【０１４３】
　提示コンポーネントは、ユーザインターフェース装置のネットワークブラウザ等の、ユ
ーザインターフェース装置からのリクエストとレスポンスの管理、及び各ユーザへの提示
の実行を担う。提示コンポーネントはチャート２１ａ、レポート２１ｂ、ビュー２１ｃ、
装置情報２１ｄ、データエントリと検索２１ｅ、及び印刷２１ｆを提示するように特化さ
れている。
【０１４４】
　ビジネスサービスコンポーネントは、ＨＣＰ及び管理者ユーザが必要とする全ての機能
を担う。ビジネスサービスコンポーネントは、データをユーザーとやり取りするビジネス
論理を保持している。ビジネスサービスコンポーネントはユーザに提供する機能に基づき
グループ化され、ＨＣＰサービス２２ａ、患者サービス２２ｂ、訪問看護師サービス２２
ｃ、レポート生成サービス２２ｄ、管理サービス２２ｅ、データロードサービス２２ｆ、
リマインダーサービス２２ｇ、及び共有サービス２２ｈを含む。共有サービスは、ロギン
グ、エラーハンドリング、監査証跡、キャッシング、セキュリティ、通知等、他の全ての
プログラムモジュールが使う機能を提供する。
【０１４５】
　統合コンポーネントは、種々の外部インターフェース装置に対する、モバイルアプリケ
ーション用ウェブサービス２３ａ、ＥＤＳインターフェース２３ｂ、データアップロード
サービス２３ｃ、ＥメールとＳＭＳのインターフェース２３ｄを含む、インターフェース
の提供を担う。これらのプログラムコンポーネントは、以下を含むようにしてもよい。
・ローカルコンポーネントとＷＴＴシステムからの装置データをアップロードするプログ
ラム
・患者及び関連データをモバイルアプリケーション（例えばｉＰａｄ（商標）アプリケー
ション）に提供するウェブサービス
・訪問看護師及び関連データをモバイルアプリケーション（例えばｉＰａｄ（商標）アプ
リケーション）に提供するウェブサービス
・ＥＤＳ（エンタープライズデータサービス）との統合
・Ｅメールゲートウェイ統合
・ＳＭＳゲートウェイ統合
【０１４６】
　データアクセスコンポーネントは、データ記憶とデータベース検索の管理機能を提供し
、ＨＣＰ情報アクセスサービス２４ａ、患者情報アクセスサービス２４ｂ、訪問看護師情
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報アクセスサービス２４ｃ、管理者情報アクセスサービス２４ｄを含む。
【０１４７】
　図４は、文脈レベルのユーザとサーバシステムの相互作用の好ましい実施形態を示す。
この例では、患者１５ａ、医療専門家１５ｂ、訪問看護師１５ｃ、並びに管理者及び重要
アカウント管理者（ＫＡＭ）１５ｄを含む種々のユーザが、通信ネットワーク１６を介し
て、具体的にはインターネット７等を介して、サーバシステム６上のソフトウェアプリケ
ーションに遠隔アクセスする。典型的には、管理者とＫＡＭと医療専門家は、例えばコン
ピュータの形態のユーザインターフェース装置（ＵＩＤ）１８を介してシステムにアクセ
スする。一方、患者と訪問看護師は、典型的には、デスクトップのＵＩＤに加え、スマー
トフォン又はタブレット型コンピュータの形態の携帯式ＵＩＤを介してシステムにアクセ
スする。
【０１４８】
　携帯式ＵＩＤの場合、例えばＧＰＲＳ（ジェネラル・パケット・ラジオ・サービス）、
ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体通信システム）等の利用可能なセル式携帯電話システムを
利用し、サーバシステム内のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーション２
６を用い、無線通信ネットワーク３を介して、医療装置から直接サーバシステム６に医療
装置データをアップロードすることができる。インターネット７を介してサーバシステム
にアクセスするＵＩＤの場合でも、医療装置データ、詳細には、医療装置に記憶される使
用データを、サーバシステム上のローカルコンポーネントデータロードサービスアプリケ
ーション２８を介してアップロードできる。
【０１４９】
　登録ユーザだけがサーバシステムにアクセスできる。ユーザは、全てのユーザが利用可
能な共有サービスセクション３０の一部を構成する認証・承認プログラムアプリケーショ
ン３０ａにより認証される。
【０１５０】
　識別情報、種別、及びそれぞれの役割と権限を含むユーザ情報がサーバシステム内、例
えばデータベース６ｃ内に記憶され、これによりユーザはそれぞれの役割と権限に基づき
承認される機能とデータへのアクセスを得る。例えば、機微な患者情報はＨＣＰと患者だ
けが利用できるようにしてもよく、サーバシステム管理機能については、システム管理者
だけが利用できるようにしてもよく、フォームコンフィギュレーションについては、重要
アカウント管理者とシステム管理者だけが利用できるようにしてもよい。
【０１５１】
　示した例において、データは下記の方法でサーバシステム６に入力することができる。
【０１５２】
・医療装置１は、医療装置接続ステーション２内のＷＴＴ（無線通信技術）送信器を組み
込むか、又はこれに接続されて、データ、特に、例えば注射履歴データ等の医療装置使用
データを、サーバシステム上のＷＴＴ遠隔サービスデータアップロードアプリケーション
２６を介して、患者情報管理プログラムアプリケーション３２に直接アップロードする。
ＷＴＴモジュールがデータを受信し、有効性確認後、オンラインデータベース６ｃに記憶
する。
【０１５３】
・医療装置１はＵＩＤ（ユーザインターフェース装置）１８に、直接、又は医療装置接続
ステーション２２を介して接続することができ、ＵＩＤはサーバシステム６への情報転送
用のローカルコンポーネントプログラム（クライアント側プログラム）３４を備える。ロ
ーカルコンポーネントプログラム３４は、例えば注射履歴データ等の医療装置使用データ
を受信し、そのデータを、要求に応じて、ローカルコンポーネントデータアップロードサ
ービスアプリケーション２８を介してサーバシステム６にアップロードする。ローカルコ
ンポーネントデータアップロードサービスアプリケーション２８はアップロードされたデ
ータの有効性確認を行い、オンラインデータベース６ｃに記憶する。一例として、ローカ
ルコンポーネントは、Ｓｐｒｉｎｇ（商標）ｆｒａｍｅｗｏｒｋのｈｔｔｐ　ｉｎｖｏｋ
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ｅｒ機能を使ってサーバシステム上のプログラムと通信することができ、医療装置通信ス
テーション２もまた、Ｓｐｒｉｎｇ（商標）ＨＴＴＰ（ハイパーテキスト転送プロトコル
）ｉｎｖｏｋｅｒを使ってＷＴＴ遠隔データアップロードサービスアプリケーション２６
と通信することができる。
【０１５４】
・ユーザ入力：ＨＣＰ、管理者、ＫＡＭ（国別重要アカウント管理者）、患者、及び訪問
看護師は、サーバシステムにログオンし、アプリケーション上で提供される種々のフォー
ムを利用して、種々のデータフィールドをサーバシステムに入力する。例えば、患者情報
、医療装置関連情報、及び臨床情報をユーザがアプリケーションに入力する。機微な患者
情報は、暗号化されてデータベース６ｃに記憶され、権限のあるユーザだけがアクセスで
きる。アクセス権限を持つユーザにはＨＣＰと訪問看護師を含むようにしてもよい。
【０１５５】
　好ましい実施形態において、オンラインモードでは、ＵＩＤ１８とサーバシステム６上
の種々のウェブアクセス可能なサービスとの間の通信は、ＨＴＴＰＳプロトコルを用いセ
キュアにすることができる。オフラインモードでは、医療装置は、使用データをローカル
で記憶するのに用いるデータベース（例えばＳＱＬｉｔｅ）を備え、ユーザは、オフライ
ンのときに医療装置使用データや他のデータを医療装置のデータベースに記憶できる。こ
れには、例えば、ローカル記憶装置内のデータのためのＪａｖａＳｃｒｉｐｔ暗号化メカ
ニズム（例えばＡＥＳ１２８）を用いることができる。ページはオフラインモードでＵＩ
Ｄ１８で利用可能である。ユーザがオフラインモードでアプリケーションにログオンする
際にパスワードとユーザＩＤが必要となるようにしてもよい。このパスワードをデータの
暗号化／複号化の鍵として用いてもよい。
【０１５６】
　図示した好ましい実施形態において、患者情報管理アプリケーション３２は、サーバシ
ステム６からの出力のため、例えばＨＴＭＬビューやデータ入力フォーム、及び患者用装
置に関する情報を表示する種々のリストやフォームのビューを含む種々のフォーマットで
情報を生成する。
【０１５７】
　ビューとフォームはさらに以下のように分類できる。
　患者、ＨＣＰ、及び訪問看護師が利用するための、患者に関連する種々のリストとフォ
ームのビュー表示情報で、以下を含むもの。
・プロファイル―編集
・リマインダー
　　遵守閾値設定
　　スケジュールリマインダー
・患者レポート
　　履歴概観チャート―ＨＣＰが、選択した患者の注射履歴データのグラフィック表示を
閲覧できる。
　　注射履歴リスト―ＨＣＰが、選択した患者の注射データをリストとして閲覧できる。
　　注射履歴グラフ―ＨＣＰが、選択した患者の注射データのグラフィック表示を閲覧で
きる。
　　注射履歴カレンダービュー―ＨＣＰが、選択した患者の注射データのカレンダー表示
を閲覧できる。
　　遵守データレポート
　　アウトカムレポート
　　上記の組み合わせによる複合レポート、最も有利には、これは治療計画の不遵守の影
響を評価するため遵守状況とアウトカムの複合レポートを含む
・患者用装置
　　装置設定―現在の装置設定と装置設定履歴のビュー
　　装置登録
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　　装置の割当／非割当
・カレンダー―患者と訪問看護師専用
　　日毎のリマインダー、面会予約、イベントのビュー
・訪問とコメント
　　訪問とコメントの追加
　　訪問とコメントの編集
【０１５８】
　患者用装置に関する、ユーザ向けの種々のリストとフォームのビュー表示情報は以下を
含む。
・装置管理―この機能により、ユーザは装置を患者に割り当てるか割り当てないかを指定
することができる。
・アクティブな装置設定のビュー―このビューで、ユーザは特定の患者に割り当てられた
装置の設定を見ることができる。
【０１５９】
　サーバシステム出力は、さらに、閲覧可能なデータをユーザが印刷できる印刷機能、及
び、下記のような制限データエクスポート機能を備えるようにしてもよい。
・ＨＣＰは、例えばカンマ区切りファイル（ＣＳＶ）として、システムから患者の注射履
歴データ及び装置設定ファイルをエクスポートすることが許される。
・訪問看護師は、患者訪問の際にオフラインで利用するために、患者と面会予約の情報を
自分のＵＩＤ１８、例えばタブレット型コンピュータ１８ｂにダウンロードすることが許
される。このデータは暗号化してＵＩＤ（１８）上のオフラインデータベースに記憶する
。
【０１６０】
　図５を図４と併せて参照すると、本発明による患者ケアシステムのソフトウェアコンポ
ーネントは以下のカテゴリーに分類することができる。
【０１６１】
（ｉ）疾病管理３６
　このカテゴリーは、疾病管理用のソフトウェアコンポーネントを含む。本発明の具体的
実施形態において、疾病は神経変性疾患、具体的には多発性硬化症である。これは、医療
装置の構成と使用３６ａ、薬剤３６ｂ、治療３６ｃ、注射等の薬剤投与３６ｄに関するソ
フトウェアコンポーネントである。
【０１６２】
（ｉｉ）患者情報管理３２
　このカテゴリーは、多発性硬化症患者に関する具体的実施形態において、患者情報の管
理に用いるソフトウェアコンポーネントを含む。これは治療担当診察室関連情報３２ａ、
医療と治療のための訪問３２ｂ、患者の同意３２ｅ、患者データ３２ｃ、治療アウトカム
３２ｄ、患者とＨＣＰのレポート３２ｆ、及びカレンダー３２ｇソフトウェアコンポーネ
ントを含む。
【０１６３】
（ｉｉｉ）システムの構成と管理３８
　このカテゴリーは、患者ケアシステム全体で使用する機能の構成と管理のために使用す
るソフトウェアコンポーネントを含む。これにはユーザ管理３８ａ、３０ａ、患者への質
問票３２ａを含む質問票３８ｄ、及び共有サービス監査証跡コンポーネント３０ｃを含む
監査証跡ソフトウェアコンポーネント３８ｂを含む。
【０１６４】
（ｉｖ）通知サービス３０ｂ
　このカテゴリーは、ユーザ１５にイベントを通知するために使用するソフトウェアコン
ポーネントを含む。このコンポーネントはＥメール及びＳＭＳソフトウェアコンポーネン
ト３０ｂを含む。
【０１６５】
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（ｖ）患者治療サービス４０
　このカテゴリーは、患者への情報提供、とりわけ治療、疾病管理、及び患者レポートの
改善支援のために使用するソフトウェアコンポーネントを含む。患者治療サービスソフト
ウェアコンポーネントは、視力検査や歩行検査等のオンライン検査４０ａ、認知訓練や可
動性訓練等のオンライン訓練４０ｂ、患者と患者支援団体のための疾病情報、及びオンラ
インでの患者の生理学的監視を含む。多発性硬化症患者のオンライン生理学的監視は、患
者の上肢機能の定量検査である９穴ペグ検査のデジタル版を含むようにしてもよい。
【０１６６】
　治療対象の疾患の種類に応じ、追加的な患者治療サービスとして、リハビリテーション
、ストレス監視、認知行動療法、うつの評価及び／又は治療、疲労の監視と治療、活動追
跡、及び歩行評価を含むようにしてもよい。ストレス監視は、例えば心拍数と血中酸素の
測定値を含むようにしてもよい。本システム及び装置による、うつの評価及び／又は治療
は、多発性硬化症等と関連する二次疾患として行っても、原疾患として行ってもよい。
【０１６７】
　活動監視には、実施した身体運動（歩行距離、時間、及び／又は負荷）、消費カロリー
、及び心拍等の情報を含むようにしてもよい。歩行評価は、歩行能力に影響する症状があ
る個体についての評価、計画、治療のためのコンピュータ化された方法として利用するこ
とができる。特に、歩行能力に影響する疾患を持つ患者（例えば多発性硬化症）の場合、
歩行評価を、疾患の評価、計画、及び治療のために利用できる。歩行分析は、患者の体に
つけた標識の位置を記録するように構成した数台のカメラを含むようにしてもよい。コン
ピュータにより、各標識の軌道を三次元で計算し、体内の骨の動きのモデルを計算するこ
とができ、各関節の動きを細部まで完全に決定することができる。
【０１６８】
　患者治療サービスは、アラーム４０ｃをさらに含むようにしてもよい。アラームは、例
えば薬剤投与のアラーム、及び、治療担当診察室、ＨＣＰ、又は訪問看護師への訪問のた
めのアラームである。オンラインで取得した検査結果は、レポート３２ｆコンポーネント
に入力することができ、同様に訓練の結果も記録し、レポートコンポーネントで利用可能
とし、又は、ＨＣＰと訪問看護師が利用可能な情報とすることができる。アラームは通知
サービスコンポーネント３０ｂが送信するようにしてもよい。検査は患者が自宅で自身の
ＵＩＤ１８、及び有線又は無線でＵＩＤ１８に接続した運動センサ等の検査装置を用いて
行うようにしてもよい。検査は視力検査、歩行検査、認知検査、及び／又は可動性検査と
してもよい。また、患者の生理学的監視は、患者の体温、血圧、脈拍、身長（成長ホルモ
ン治療の場合）等の、患者から測った生理学データの生理学的測定値を含むようにしても
よい。生理学的測定値のいくつかは、センサが自動的に感知しサーバシステムに送信する
ようにしてもよい。これは、患者のＵＩＤ１８及び／又は医療装置１を介して行ってもよ
く、及び／又は、インターネット７又はＷＴＴネットワーク３を介したデータ転送のため
の通信手段を備えた感知装置又は訓練装置であればその装置により行うようにしてもよい
。ある種の生理学データは、患者１５ａ、又はＨＣＰ１５ｂ、又は訪問看護師１５ｃが手
動で入力するようにしてもよい。
【０１６９】
　好ましい実施形態において、図４及び図５に図示し、上記で提示したソフトウェアコン
ポーネントは以下の特徴を備えるようにしてもよい。
【０１７０】
　治療法３６ｃ―このソフトウェアコンポーネントは、疾患（具体的な実施形態において
は多発性硬化症）の治療に薬剤を用いる薬物治療に関連する機能を提供する。薬剤投与は
治療法により規定されるので、治療法が薬剤投与と関連付けられる。
【０１７１】
　薬剤３６ｂ―このソフトウェアコンポーネントは、患者に処方され、又は患者が服用す
る薬剤に関連する機能を提供する。患者に投与される薬剤は、治療法により規定されるの
で、薬剤コンポーネントは治療法と関連付けられる。
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【０１７２】
　装置３６ａ―このソフトウェアコンポーネントは、医療装置１に関連する機能を提供す
る。具体的な実施形態においては、医療装置は、多発性硬化症治療薬Ｒｅｂｉｆ（商標）
注射用のＲｅｂｉｓｍａｒｔ（商標）である。装置コンポーネント３６ａは、注射データ
等の医療装置使用データを記憶し、患者データ３２ｂと関連付けられる。これは全ての患
者は少なくとも一つの装置と関連付けられるためである。
【０１７３】
　注射３６ｄ―このソフトウェアコンポーネントは、注射等の薬剤投与の日付と時刻、及
び関連情報（例えば注射した量）を記憶する機能を提供する。具体的な実施形態において
は、注射が多発性硬化症患者への薬剤投与法である。注射データは装置コンポーネント３
６ａに送られる。
【０１７４】
　患者データ３２ｃ―このソフトウェアコンポーネントは、装置コンポーネント３６ａと
ウェブアプリケーションを用いて集めた患者データのメンテナンスを行う。
【０１７５】
　診察室３２ａ―このソフトウェアコンポーネントは、治療担当診察室と患者１５ａとの
関連付けを管理する。具体的な実施形態において、患者は多発性硬化症患者である。
【０１７６】
　同意３２ｅ―このソフトウェアコンポーネントは、主治医、又は、患者が治療を受けて
いる同じ診察室で患者の治療に関与する可能性のある他のＨＣＰ１５ｂによる治療を受け
ることについての、患者１５ａの同意を管理する。
【０１７７】
　患者アウトカム３２ｄ―このソフトウェアコンポーネントは、患者に提示した質問票の
アウトカムを提供し、レポートコンポーネント３２ｆを使って、患者１５ａの健康状態レ
ポートを生成する。具体的な実施形態において、患者は多発性硬化症患者である。
【０１７８】
　患者訪問３２ｂ―このソフトウェアコンポーネントは、ＨＣＰ１５ｃと訪問看護師１５
ｄが入力した患者情報を管理する。訪問は、患者の前回訪問以降のスコア、再発、入院期
間の追跡に役立つ。
【０１７９】
　レポート３２ｆ―このソフトウェアコンポーネントは、医療装置から受け取った、医療
装置の使用を通じて得た遵守状況を示すデータ、患者報告アウトカムを提供し得る、患者
が記入した質問票、治療計画情報を含む遵守設定、及び、ＨＣＰと訪問看護師が入力した
訪問データから患者レポートを生成する。レポートは、有利には、共通のタイムスケール
による複数の報告を一目で見られるように提示する複合ダイアグラムを含み、これには、
以下でさらに詳細に説明し、また図６に示すように、共通のタイムスケールに沿った患者
報告アウトカム（ＰＲＯ）と遵守情報の提示が含まれる。前記複合ダイアグラムにより、
ＨＣＰは、処方された治療計画を患者が遵守しないことによる影響をより容易かつ迅速に
評価することができ、必要な場合には、是正策を提案することができる。是正策の例とし
ては、患者に治療計画遵守の重要性を再確認させること、遵守状況の監視強化、訪問頻度
の強化、治療計画の修正、及び追加的な治療又は療法上の処置がある。
【０１８０】
　カレンダー３２ｇ―このソフトウェアコンポーネントは、ＨＣＰと患者のためにイベン
トと訪問予定の詳細を提供するカレンダーを管理する。カレンダーソフトウェアコンポー
ネント３２ｇは、患者又はＨＣＰにイベントのリマインダーを送るようにしてもよい。
【０１８１】
　質問票３８ｄ―このソフトウェアコンポーネントは、患者に提示する質問票と患者の回
答を全て管理する。この機能は、患者情報管理モジュール３２から患者に提供された調査
のアウトカムを提供することができる。質問票は患者に対して向けられた臨床的に有効な
質問票であり、患者からの回答は、レポートコンポーネント３２ｆによる患者報告アウト
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カム（ＰＲＯ）レポートの作成に用いられる。質問票は、患者の全般的な健康状態、痛み
、認知、疲労感、膀胱の状態、腸の状態、性的満足、又は他の健康状態の基準を含むよう
にしてもよい。
【０１８２】
　ユーザ管理３８ａ―このソフトウェアコンポーネントは、様々なユーザ（ＨＣＰ、訪問
看護師、患者、システム管理者、重要アカウント管理者、及び支払者）のアクセス権限の
管理に関与する。
【０１８３】
　監査証跡３８ｂ―このソフトウェアコンポーネントは、患者ケアシステムにおいてユー
ザが行う全てのトランザクションについて監査証跡管理を行う。
【０１８４】
　構成３８ｃ―このソフトウェアコンポーネントは、システム構成、及び国別構成等のＴ
ｉｍｅＺｏｎｅ構成の管理に用いる。
【０１８５】
　Ｅメール及びＳＭＳ３０ｂ―これらのソフトウェアコンポーネントはＥメール通知、又
はＳＭＳ通知を患者ケアシステムのユーザに送る。
【０１８６】
　本明細書に記載するソフトウェアコンポーネントのある種のものは、クライアントサー
バアプリケーションの形態でもよく、クライアント側アプリケーションをユーザインター
フェース装置（ＵＩＤ）にインストールすることにより、ＵＩＤがサーバシステム上のア
プリケーションに接続して一定の機能をローカルで動作させるようにしてもよい。本明細
書に記載するソフトウェアコンポーネントのある種のものは、ユーザのＵＩＤ上のウェブ
ブラウザーを介してアクセスし動作させるブラウザーアプリケーションの形態でもよい。
また、ある種のソフトウェアコンポーネントは、ソフトウェアアプリケーションの種類と
機能に応じて、医療装置、医療装置接続ステーション、及びユーザインターフェース装置
を含む、システムを構成する種々の装置上で独立して動作するようにしてもよい。本明細
書において、「ソフトウェアコンポーネント」という用語は、プログラムの一部、プログ
ラム、複数のプログラムの部分、又は求められる機能を達成するために協働する複数のプ
ログラムを意味し得る。
【０１８７】
　本明細書に記載したように、上記ソフトウェアコンポーネントをサーバシステム６内に
統合し、モバイル型及び有線のユーザインターフェース装置１８にインストールしたクラ
イアントアプリケーションと通信することにより、柔軟でグローバルな患者ケアシステム
が提供され、患者、ＨＣＰ、訪問看護師、及び、患者支援団体の他の構成員、さらには、
製薬会社等の他の関係者が利用可能な情報の質が最適化され、患者の全般的なケアと健康
が改善されると同時に医療費が削減される。さらに、時間の経過とともに、データベース
に蓄積されるデータによって、ＨＣＰと薬剤提供者は、治療計画と治療法を改善するため
疾患と治療効果についての理解を深めることができる。本発明による患者ケアシステムに
より、医療専門家による遠隔の患者治療監視が可能となり、ＨＣＰの意思決定のための情
報が提供され、患者への薬剤投与が容易になり、ＨＣＰと患者の間の医療に関するコミュ
ニケーションがグローバルに容易になり、安全で効果的、経済的な患者ケアが提供される
。
【０１８８】
　本発明の一実施形態において、医療装置１は、水薬、詳細には、Ｒｅｂｉｆ（登録商標
）（インターフェロンベータ１ａ）又はＳａｉｚｅｎ（登録商標）（組み換え成長ホルモ
ン）を注射する注射装置である。医療装置１は、例えば、国際公開第２００５／０７７４
４１号、国際公開第２００６／０８５１７５号、国際公開第２００６／０８５２０４号、
又は国際公開第２００７／０８８４４４号（その内容を参照により本明細書に援用される
。）に開示され、ＲｅｂｉＳｍａｒｔ及びＥａｓｙｐｏｄの登録商標で市販される装置と
同種のもの、又は、その一定の特徴を含むものとしてもよい。
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【０１８９】
　より詳細に、図７ａ、７ｂ、８ａから８ｃを参照し、本発明の一実施形態による患者ケ
アシステムの一構成例、特に治療計画の遵守状況監視のための構成例を、多発性硬化症又
は成長ホルモン分泌不全症患者用の治療計画の場合を例として説明する。
【０１９０】
　本実施形態において、好ましくは、医療装置１は、内部メモリと、患者による医療装置
の使用に関する第１データをこのメモリに記憶するようプログラムされたプロセッサとを
含む。
【０１９１】
　第１データは、投薬量と日付及び／又は投与時刻を含む医療装置使用データを含む。医
療装置が注射装置である変形例においては、第１データは注射回数、注射時刻、注射量を
含むようにしてもよい。内部メモリとプロセッサはさらに、医療装置１を一意に識別する
識別コードを記憶する。
【０１９２】
　医療装置が医療装置使用データを記憶するための内部メモリとマイクロプロセッサを含
まない変形例においては、患者又は薬剤投与者は、ユーザインターフェース装置１８に第
１データを手動で入力してもよい。ユーザインターフェース装置１８には、データのエン
トリのためと第１データをユーザインターフェース装置のメモリに記憶するためのフォー
ムを生成するクライアントソフトウェアプログラムを組み込んでいる。
【０１９３】
　一実施形態において、本システムは医療装置接続ステーション２をも備える。図７ａに
示すように、医療装置接続ステーション２は、医療装置１を載置できる取付インターフェ
ースを備えていてもよい。医療装置接続ステーションは、ＧＳＭ（グローバル移動体通信
システム）又はＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体通信システム）等の携帯電話ネットワーク
３に接続するための無線通信転送電子工学技術とＳＩＭ（契約者識別モジュール）カード
を含んでいてもよい。医療装置１は、医療装置接続ステーション２上に載置されると、赤
外線、ラジオ周波数、又は電気的接続により医療装置接続ステーション２と通信する。医
療装置１のグラフィカルユーザインターフェース４とボタン５を介し、患者は第１データ
と識別コードを医療装置１から医療装置接続ステーション２に送信することができる。次
いで第１データと識別コードは携帯電話ネットワーク３を介して遠隔サーバシステム６に
送信される。
【０１９４】
　サーバシステム６は、第１データを取得し、記憶し、処理する。医療装置接続ステーシ
ョン２とサーバシステム６との間のデータ送信は暗号化される。データはサーバシステム
６内に秘匿して記憶され、インターネット７等の通信ネットワークを介して患者に対応す
る医療関係者が容易かつセキュアにアクセス可能となるように処理される。このように、
典型的にはコンピュータ又はデジタルタブレットであるユーザインターフェース装置１８
を用い、暗号通信を介して、医師はサーバシステム６内に記憶された担当患者のデータに
アクセスできる。
【０１９５】
　前記第１データに加え、サーバシステム６は患者から患者の生理的状態に関する第２デ
ータを取得する。この第２データは、携帯電話ネットワーク３を介してスマート携帯電話
１８ｃから、インターネットネットワーク７を介してコンピュータ１８ａから、及び／又
は患者の任意の他の端末から、サーバシステム６に送られる。第２データは、患者報告ア
ウトカム（ＰＲＯ）を含むようにしてもよい。ＰＲＯは、事前に医師の要求によりサーバ
システム６からスマート携帯電話１８ｃ及び／又はコンピュータ１８ａに送られた臨床的
に有効な質問票に対する回答を含むようにしてもよい。患者は定期的に、ＵＩＤ１８に促
されたときに、又は随意に、質問票に回答し、回答はサーバシステム６に送られ、そこで
記憶、処理される。質問票は、患者の全般的な健康状態、痛み、認知、疲労感、膀胱の状
態、腸の状態、性的満足、又は他の健康状態の基準についてその程度を評価するための質
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問を含むようにしてもよい。第２データはさらに健康状態検査結果を含むようにしてもよ
い。検査は、患者が自宅でコンピュータ１８ａ、及び、ラジオ周波数接続（例えばＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又はＷｉ－Ｆｉ）によりコンピュータ１８ａに接続したモーシ
ョンセンサ等の検査用具を用いて行うことができる。健康状態検査は、視力検査、歩行検
査、認知検査、及び／又は可動性検査としてもよい。
【０１９６】
　第２データは、患者の体温、血圧、身長（成長ホルモン治療の場合）を含むようにして
もよい。第１データ同様、第２データも暗号化されてサーバシステム６内に秘匿して記憶
される。
【０１９７】
　医師は、自分の端末８をサーバシステム６に接続すると、そこに記憶されている患者の
第１データと第２データにアクセスできる。本発明によれば、図６に示すように、サーバ
システム６に記憶した第１データと第２データからそれぞれ得られた２つのグラフィック
表示１１、１２を用いて複合レポートを生成し、これにより第１データと第２データを同
時に端末８のスクリーンに表示し、一緒に見ることができる。「同時に」という語は２つ
のグラフィック表示１１、１２が一緒に表示される少なくとも一つの期間が存在すること
を意味する。２つのグラフィック表示１１、１２は、隣に並べてもよく、重ね合わせても
よく、又は図示するように上下に並べてもよい。
【０１９８】
　第１グラフィック表示１１は治療の遵守状況、特に、患者が薬量、注射頻度等、医師の
指示を守った程度を、時間の関数として表す。したがって、１００％の遵守は、患者が医
師の処方を完全に守ったことを示し、１００％未満の遵守は、患者が所定の治療計画を完
全には守らなかったこと、例えば、患者が処方された薬剤量を全部は注射しなかったこと
を示す。第１グラフィック表示１１は、例えば図示したように棒グラフでもよく、また、
患者の状態を示す曲線１３と組み合わせてもよい。曲線１３の例としては、多発性硬化症
等の神経変性疾患の場合、医師からサーバシステム６に提供される、患者のＥＤＳＳ（総
合障害度）スコアがある。第２グラフィック表示１２は、有利には、それぞれ上記の患者
報告アウトカムを時間の関数として表す一又は複数の曲線１４を含むようにしてもよい。
医師はどの患者報告アウトカムを表示するかを選択できる。図示していないが、第２グラ
フィック表示１２は、健康状態検査結果及び測定した生理学データを表す曲線又は他のグ
ラフィックデータを含むようにしてもよい。
【０１９９】
　グラフィック表示１１、１２は医師の端末１８に同時に表示されるので、医師は容易に
データを分析でき、遵守状況が患者の健康状態に及ぼす影響を観察することができる。そ
うして医師は治療効果を評価し、処方を調節し、及び／又は、患者に処方をより厳格に守
るよう励まし、及び／又は、付随的な治療上の処置を提案することができる。
【０２００】
　遵守状況は、サーバシステム６内のソフトウェアコンポーネントによって、医療装置１
と医療装置接続ステーション２によって提供された第１データに基づいて計算することが
できる。第１と第２のグラフィック表示１１、１２もまた、サーバシステム６内のソフト
ウェアコンポーネントによって生成される。しかし、変形例においては、医師のコンピュ
ータ端末１８にインストールされたクライアントソフトウェアアプリケーションが遵守状
況を計算し、サーバシステム６から提供される生データに基づいてグラフィック表示１１
、１２を生成することもできる。別の変形例においては、遵守状況をサーバシステム６内
のソフトウェアコンポーネントで生成し、グラフィック表示１１、１２をコンピュータ端
末１８にインストールしたクライアントソフトウェアアプリケーションにより生成するこ
ともできる。さらに別の変形例においては、遵守状況を医療装置１内のソフトウェアコン
ポーネントにより計算することができる。
【０２０１】
　第１データは、医師の要求により、サーバシステム６により自動的に、患者の携帯電話
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１８ｃ、コンピュータ１８ａ、及び／又は他の任意の端末に送られるようにして、患者が
遵守状況を監視できるようにしてもよい。
【０２０２】
　図８ｂと図７ｂに示す本発明の一変形例において、医療装置１は、Ｒｅｂｉｄｏｓｅ（
登録商標）等の完全に機械的な注射装置であるが、スマートラベル１９が取り付けられて
いる。スマートラベル１９は、典型的にはＮＦＣ（近距離通信）チップとＱＲ（クイック
レスポンス）コードを含む。医療装置の識別コードはＮＦＣチップに記憶され、ＱＲコー
ドによっても表されている。スマート携帯電話１８ｃがＮＦＣ手段を備えている場合には
、スマート携帯電話１８ｃを医療装置１に軽く触れさせることにより識別コードのスマー
ト携帯電話１８ｃへの送信が開始される。別の方法として、ＱＲコードの読み取りによっ
て、スマート携帯電話１８ｃが識別コードを取得するようにしてもよい。次いで患者が医
療装置１を使って注射をし、注射の確認をスマート携帯電話１８ｃに対して行うと、スマ
ート携帯電話１８ｃは注射データ（上述の「第１データ」）と識別コードをサーバシステ
ム６に送信する。このようにこの変形例においては、携帯電話１８ｃと送信器は一つの同
じ装置である。図１の実施形態において医療装置により行われていたデータ処理は、ここ
ではスマート携帯電話１８ｃにより行われる。
【０２０３】
　本発明のさらに別の変形例を図３に示す。ここでは、医療装置１は第１データ入力装置
及び第２データ入力装置と統合されている。医療装置１は、第１データと第２データを取
得し記憶する。医療装置は、無線の医療装置接続ステーション２に取り付けられ、赤外線
で医療装置接続ステーションとデータをやりとりする。医療装置接続ステーション２は、
モバイルネットワーク３を介してデータをサーバシステム６に送信する。患者のコンピュ
ータ１８ａは、患者の生理的状態に関する第２データを取得しインターネット７を介して
サーバシステム６に送信する。サーバシステム６は、第１データと第２データを記憶し、
処理し、インターネット７を介して医療関係者のコンピュータ１８に送信する。
【０２０４】
　本発明は図７ａ、図７ｂに示したもの以外の医療装置、例えば電子式錠剤ディスペンサ
又はスマートブリスターつき錠剤ディスペンサにも応用可能である。実際、患者は受けて
いる治療に応じて異なる医療装置を使う必要がある場合がある。それぞれの医療装置には
一意の識別コードが付してあるので、サーバシステム６は、取得した第１データがどの医
療装置のものかを認識できる。
【０２０５】
　サーバシステム６は必ずしも１か所に配置されず、通信ネットワークを介して相互に通
信する離れた場所にある数個のサーバで構成されていてもよい。例えば、サーバシステム
６はデータを記憶し処理する第１サーバと、インターネットを通じデータを医師が利用で
きるようにするウェブサーバとで構成してもよい。
【０２０６】
　そして、当業者は医療装置接続ステーション２が必ずしも独立した装置ではなく医療装
置１と統合され得ることを認識するであろう。
【０２０７】
　本発明によるコンピュータ化された患者ケアシステムは、ｅヘルスメディカルプラット
フォームと呼ぶことができる。有利なことに、このプラットフォームはセキュアでモジュ
ール式である。このプラットフォームは、患者の病状、投薬計画の遵守状況、及び病気の
進行を監視しそれに対応するために、医療関係者と患者の間で情報を共有するための一組
のアプリケーションを提供する。
【０２０８】
　本発明により、医療関係者又は患者が治療計画の遵守状況を監視し、治療計画の効果を
監視することが可能になる。
【０２０９】
　本発明による患者ケアシステムは以下の点を含む多くの利点を有する。
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・遵守状況が悪い場合、及びコーチングエイドのアップロードの頻度が充分でない場合に
患者に通知し、又は、患者報告アウトカム（ＰＲＯ）が再発の兆候を示している場合に、
患者に対し、認知訓練を受ける、休息する、もしくは冷たいシャワーを浴びる等の事前の
警告を与え、遵守状況を改善し指導を行うことにより再発を防ぐ支援をすることができる
。
・患者支援団体と訪問看護師が患者の遵守歴とＰＲＯへのアクセスを得ることで、個々の
患者に適した指導を行うことができる。
・医師が患者の訪問に備えてより良く準備できる。
・遵守状況が悪い場合、医師は遵守状況の悪さと副作用を関連付けることができ、副作用
の管理が改善される。
・多くの疾患、特に多発性硬化症について遵守状況とＰＲＯの関連付けは行われたことが
なく、本システムは、この疾患についての我々の理解、例えば再発につながる状態とその
回避方法などの理解を深めるのに役立つ。

【図１】 【図３】
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【図６】 【図７ａ】
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【図８ｂ】 【図８ｃ】
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